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業務実績等報告書様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度業務実績自己評価 項目別評定総括表 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 

  平成

25 

年度 

平成

26 

年度 

平成

27 

年度 

平成

28 

年度 

平成

29 

年度 

  平成

25 

年度 

平成

26 

年度 

平成

27 

年度 

平成

28 

年度 

平成

29 

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 （１）訪日プロモーション業務          （１）組織運営の効率化 Ｂ Ａ Ａ Ａ  ２-１  

① 海外事務所を活用した市場動

向の収集・調査・分析・提供 

Ａ Ｂ Ｓ Ｓ  １-１-１    （２）業務運営の効率化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ２-２  

② 訪日外国人旅行者誘致のため

の業務 

－ － － －  １-１-２    （３）関係機関との連携強化 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ  ２-３  

ア 多様なメディアを活用した日

本の観光魅力の発信 

Ａ Ｓ○ Ａ○ Ｓ○  １-１-２-１    （４）内部統制の充実 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ２-４  

イ 訪日旅行商品の造成・販売支  

援 

Ａ Ｓ○ Ｓ○ Ｓ○  １-１-２-２    （５）活動成果等の発信 Ｂ Ａ Ａ Ｂ  ２-５  

（２）国内受入環境整備支援業務                  

 ① 観光案内所の整備支援業務 Ｂ Ａ Ａ Ａ  １-２-１            

 ② 通訳案内士試験業務 Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ  １-２-２   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  

 （３）国際会議等の誘致・開催支

援業務 

Ｂ Ａ Ｓ Ｓ  １-３    （１）自己収入の確保 Ｂ Ａ Ａ Ｂ  ３-１  

① 国際会議等の誘致支援業務 － － － －      （２）予算（人件費の見積りを含む） － － － －  別紙①  

② 国際会議の開催支援業務 － － － －      （３）収支計画及び資金計画 － － － －  別紙②③  

          短期借入金の限度額 － － － －  ３-２  

          重要な財産を譲渡し、又は担保にす

る計画 

－ － － －  ３-３  

          剰余金の使途 － － － －  ３-４  

                   

                   

          Ⅳ．その他の事項  

           （１）人事に関する計画 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  ４-１  

          （２）独立行政法人国際観光振興機

構法（平成１４年法律第１８

１号）第１０条第１項に規定

する積立金の使途 

－ － － －  ４-２  

                  

                  

                   

※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※平成 25 年度の評価欄に記載する「A」、「B」、「C」は、旧評定「S」、「A」、「B」を新たな評定に書き換えたもの。  

※平成 25 年度、平成 26 年度及び平成 27 年度の年度評価は、主務大臣による評価、平成 28 年度の評価（斜体）は、法人による自己評価。 
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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度業務実績自己評価 項目別評定調書 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―１ 訪日プロモーション業務 ①海外事務所を活用した市場動向の収集・調査・分析・提供 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 

国際観光振興機構法 第９条 第１号 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期間

最終年度値等) 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

  平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

個
別
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
件
数 

計画値 年 間 延 べ

3,000 件以上 

― 

 

1,272 件 

(※)中期計

画変更前 

3,000 件 

以上 

3,000 件 

以上 

3,000 件 

以上 

3,000 件 

以上 
 予算額（千円）      

実績値 

 

― ― 2,905 件 2,863 件 3,683 件 3,605 件   決算額（千円）      

達成度 ― ― 228.4％ 95.4％ 122.8％ 120.2％   経常費用（千円）      

機
構
か
ら
の
情
報
提
供
の
評
価 

計画値 4段階評価で

上位 2 つの

評価を得る

割合が 7 割

(70%)以上 

｢役に立つ｣と

いう回答が平

均して 7 割

（70％）を上

回る 

7 割以上 7 割以上 7 割以上 7 割以上 7 割以上  経常利益（千円）      

実績値 ― 99.7％ 

（5 段階評価

の｢役に立つ｣

の 評 価 の 合

計） 

96.9％ 97.3％ 98.4％ 99.5％   行政サービス実

施コスト（千円） 

     

達成度 ― ― 138.4％ 139.0％ 

 

 

140.5％ 142.1％   従事人員数      

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

  



3 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 海外現地に常在

する職員が長年に

わたり構築・拡大を

図ってきたネット

ワークや社会的ス

テイタス等海外事

務所の機能を最大

限活用し、変化の激

しい市場動向をリ

ア ル タ イ ムで 把

握・分析することに

より、調査・研究を

始めとするマーケ

ティング業務を充

実するとともに、そ

の結果について事

業パートナーを始

めとする日本のイ

ンバウンド関係者

と密接に情報共有

を行う等、インバウ

ンドビジネスを支

援するサービスの

向上を図り、国内外

におけるネットワ

ークを形成・発展さ

せる。また、これを

基盤として、観光庁

と共同で、市場ごと

に海外の市場動向

等の情報に基づく

効率的・効果的な訪

日プロモーション

方針を策定・公表

し、地方自治体や民

間事業者が独自に

取り組む事業・活動

との連携を図りや

すい環境を整える

とともに、訪日プロ

モーション事業の

実施主体として、オ

ールジャパン体制

で国としての日本

の観光魅力を発信

し、訪日に結びつけ

る取組を強力に実

施する。  

海外事務所の海

外現地におけるネ

ットワークや社会

的ステイタスを最

大限に活用して、

世界の主要な市場

国・地域における

一般消費者の旅行

動向、ニーズ等の

マーケティング情

報をリアルタイム

で収集し、市場別

に分析を行う。ま

た、その結果につ

いて、ウェブサイ

ト、ニュースレタ

ー、出版物、セミ

ナー、個別コンサ

ルティング等の

様々な方法を通じ

て、事業パートナ

ー等へ提供するこ

とにより、インバ

ウンドビジネスを

支援するサービス

の向上を図る。 

 

数値目標 

事業パートナー

に対し、海外事務

所員や本部職員に

よる面談方式の個

別コンサルティン

グを年間延べ３，

０００件以上実施

し、インバウンド

関係者の育成とイ

ンバウンドビジネ

スの活性化を目指

す。 

事業パートナー

に対する調査にお

いて、機構からの

情報提供が、４段

階評価で上位２つ

の評価を得る割合

が７割以上となる

ことを目指す。 

海外事務所の海

外現地におけるネ

ットワークや社会

的ステイタスを最

大限に活用して、

世界の主要な市場

国・地域における

一般消費者の旅行

動向、ニーズ等の

マーケティング情

報をリアルタイム

で収集し、市場別

に分析を行う。ま

た、その結果につ

いて、ウェブサイ

ト、ニュースレタ

ー、出版物、セミ

ナー、個別コンサ

ルティング等の

様々な方法を通じ

て、事業パートナ

ー等へ提供するこ

とにより、インバ

ウンドビジネスを

支援するサービス

の向上を図る。平

成２５年度に整備

したパートナー情

報のデータベース

を活用し、パート

ナーのニーズを組

織的に把握・共有

し、事業に反映さ

せる。具体的には、

事業パートナーか

らの要望が高い市

場に特化した勉強

会の開催や、賛助

団体・会員間のビ

ジネス・マッチン

グ機能の強化に取

り組む。 

 

数値目標 

事業パートナー

に対し、海外事務

所員や本部職員に

よる面談方式の個

別コンサルティン

グを年間延べ３，

０００件以上実施

＜主な定量的指標＞ 

 事業パートナーに

対し、海外事務所員や

本部職員による面談

方式の個別コンサル

ティングを年間延べ

３，０００件以上実施

し、インバウンド関係

者の育成 

とインバウンドビジ

ネスの活性化を目指

す。 

事業パートナーに

対する調査において、

機構からの情報提供

が、４段階評価で上位

２つの評価を得る割

合が７割以上となる

ことを目指す。 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

機構の海外事務所

ネットワークを最大

限に活用して、海外の

訪日旅行市場動向の

収集・調査・分析を行

い、事業パートナー等

がインバウンドビジ

ネスの取組を行う上

で有用な情報提供を

行っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

海外事務所のネットワ

ークを通じて収集・分析

した主要市場国・地域に

おける一般消費者の旅行

動向、ニーズ等のマーケ

ティング情報を事業パー

トナー等へ提供し、以下

のような取組等を通じ

て、インバウンドビジネ

スを支援するサービスの

向上を図った。 

 

【ウェブサイト】 

 ウェブサイトを通じて

以下の情報発信を行っ

た。 

・月別訪日外国人旅行者

数等の統計発表（毎月） 

・市場別動向及び注目ト

ピックス（毎月） 

・「訪日旅行データハンド

ブック 2016」の掲載 

・海外市場別の主要旅行

会社リストの掲載 ＜新

規＞ 

・事業パートナーから提

供されたニュース掲載 

（317 件） 

・訪日外国人旅行者の消

費動向とニーズに関する

調査結果と考察の掲載 

＜新規＞ 

地域における外国人旅

行者による消費拡大に向

けた取組の方向性等につ

いて情報発信を行った。 

 

【ニュースレター】 

メールマガジンを通じ

て海外事務所が収集した

市場の最新動向や各種調

査報告、各市場における

事業への参加案内等の情

報を提供した。 

・メールマガジン「JNTO

ニュースフラッシュ」配

信（週刊、臨時号含め 72

回配信） 

同メールマガジン内に

新たに情報発信欄を設

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

 

・訪日外国人による消費の

地方への波及促進を図るた

め、新規取組としてインバ

ウンドビジネスセミナーを

国内 10 都市で開催する等、

地方におけるインバウンド

ビジネスに関する情報提供

の機会を拡大した。 

 

・訪日外国人旅行者の消費

動向とニーズに関する調査

を実施し、上記インバウン

ドビジネスセミナーでポイ

ントを紹介したほか、調査

報告書をウェブサイトに公

開した。 

 

・事業パートナーのコンサ

ルティング・ニーズを的確

に把握し、効率的に対応す

るため、コンサルティング

の要望が多い東南アジア市

場等について、市場特化型

BtoB情報交換会の回数を拡

充して開催した。市場別に

海外事務所が収集した最新

情報を提供し、海外事務所

の職員による個別コンサル

ティングを実施するなど、

より専門的で高度な情報提

供を行った。さらに、参加

した事業パートナーによる

事例発表の機会を設けるこ

とで、参加者間のビジネ

ス・マッチングを促進した。 

 

・数値目標である個別コン

サルティング件数について

は、国内本部及び各海外事

務所において様々な団体・

企業から寄せられるインバ

ウンドに関する相談・情報

提供に日常的に対応したほ

か、セミナー・イベントを

開催する際には個別相談会

を併設する等、組織的に取

り組んだ結果、数値目標を

上回る 3,605 件を実施し、

評定  
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し、インバウンド

関係者の育成とイ

ンバウンドビジネ

スの活性化を目指

す。 

事業パートナー

に対する調査にお

いて、機構からの

情報提供が、４段

階評価で上位２つ

の評価を得る割合

が７割以上となる

ことを目指す。 

け、事業パートナーから

の情報 41 件を掲載した。

＜新規＞ 

 

【出版物】 

 国際観光に関する以下

の出版物を刊行した。 

・「日本の国際観光統計

2015」発行（平成 28 年 9

月） 

・「JNTO 訪日旅行誘致ハ

ンドブック 2017（欧米豪

9 市場編） 」発行（平成

29 年 3 月） 

・「訪日旅行データハンド

ブック 2016（世界 20 市

場）」発行（平成 28 年 9

月）  

・「2015 年国際会議統計」

発行（平成 28 年 12 月） 

 

【セミナー・イベント】 

・「第 16 回 JNTO インバ

ウンド旅行振興フォーラ

ム」（平成 28 年 9 月、東

京、参加者 739 人）及び 

「第 17 回 JNTO インバ

ウンド旅行振興フォーラ

ム」（平成 29 年 2 月、東

京、参加者 657 人）開催 

・市場特化型 BtoB 情報

交換会開催（平成 28 年 5

月～平成 29 年 3 月の間

に 8 回開催） 

 市場特化型 BtoB 情報

交換会では、事業パート

ナーの東南アジア市場等

に対するコンサルティン

グ・ニーズの高まりに応

えるため、市場ごとに、

より専門的で高度な情報

提供を行った。また、参

加した事業パートナーが

当該市場における取組事

例を発表する機会を設

け、参加者同士のビジネ

ス・マッチングを促進し

た。 

・インバウンドシンポジ

ウム「観光ビジネス大国

へ～実装への課題～」（平

成 28 年 9 月、東京、参

加者 498 人）及び「イン

バウンド 4000 万人時代

を目指して」（平成 29 年

数値目標に対し、達成率

120.2％となった。 

 

・事業パートナーに対する

調査において、機構からの

情報提供が、4 段階評価で上

位 2 つの評価を得た割合は

99.5％となり、目標である 7

割以上を大きく上回り、機

構からの情報提供は高い満

足度を得ている。 

 

・以上のことから、機構の

海外事務所ネットワーク等

を通じて収集した情報は、

様々な機会・手法を通じて

国内各地に向けて発信して

おり、インフォメーショ

ン・ハブとしてインバウン

ドビジネスを促進するため

の情報集約・マッチング機

能のイニシアチブを発揮し

ている等の質的成果をふま

え、自己評価評定は S とす

る。 

 

【課題と対応】 

 地方支援を一層強化す

る。 
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2 月、東京、参加者 851

人）開催 

 両シンポジウムでは、

外国人有識者による講

演、インバウンドに取り

組む各地域・企業の事例

発表、パネルディスカッ

ション等を行い、インバ

ウンドビジネスの活性化

及び参入する国内業種の

裾野の拡大に資する情報

発信を行った。 

 

・「インバウンドビジネス

セミナー」（札幌市、仙台

市、名古屋市、大阪市、

福岡市、新潟市、広島市、

那覇市、高松市、さいた

ま市、延べ参加者 1,592

人） ＜新規＞ 

 

【個別コンサルティン

グ】 

年間を通じて、本部各

部及び各海外事務所にお

いて事業パートナー等に

対する個別コンサルティ

ングを実施したほか、上

述のセミナー・イベント

開催時に個別相談会を併

設し、事業パートナーと

の個別コンサルティング

を実施した。主な個別コ

ンサルティング実施件数

は以下の通り。 

・年間を通じた本部及び

各海外事務所における個

別コンサルティング

（2,159 件、うち海外事

務所実施 1,604 件） 

・第 16 回及び第 17 回イ

ンバウンド旅行振興フォ

ーラムにおける個別コン

サルティング（1,026 件） 

・市場特化型 BtoB 情報

交換会（130 件） 

・地方連携ミニ個別相談

会（103 件） 

・インバウンドビジネス

セミナー（地方都市 10

カ所、76 件）等 

 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

【個別コンサルティング
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の件数】 

・事業パートナーに対し、

海外事務所員や本部職員

による面談方式の個別コ

ンサルティングを年間延

べ 3,605 件実施した（達

成率 120.2％）。 

 

【事業パートナーの満足

度】 

 事業パートナーに対す

る調査において、機構か

らの情報提供が、4 段階

評価で上位 2 つの評価を

得た割合は 99.5％とな

り、目標である 7 割以上

を大きく上回った（達成

率 142.1％）。 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

 

（※）平成 27 年 3 月に、今期中期目標及び中期計画（対象：平成 25 年度～29 年度の 5 年間）ならびに平成 26 年度計画の変更があり、数値目標が変更となった。 

変更前の中期計画における数値目標、「事業パートナーに対し、海外事務所員や本部職員による面談方式の個別コンサルティングを年間延べ 1,500 件以上実施（以下略）。」に基づき、平成 25 年度の数値目標は、「（同）年間延べ 1,272 

件以上実施（以下略）」であった。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―２―１ 訪日プロモーション業務 ②訪日外国人旅行者誘致のための業務  ア 多様なメディアを活用した日本の観光魅力の発信 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 

国際観光振興機構法 第９条 第１号 

当該項目の重要度、難易

度 

重要度：高 （「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年 3 月 明日

の日本を支える観光ビジョン構想会議）等による、2020 年に訪日外国人旅行

者 4000 万人等の政府目標の実現にあたり、本法人における日本の観光魅力

の発信等の訪日プロモーション事業の効果的・効率的な執行が重要な役割を

果たすものであるため） 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

  ２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期間

最終年度値等) 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

  平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
フ
ァ
ン
数 

計画値 5,000,000 人 ― ― 

 

― 3,800,000

人 

4,400,000

人 

5,000,000

人 

 予算額（千円）      

実績値 ― 

 

― 1,562,806

人 

3,222,133

人 

4,440,780 

人 

5,548,389

人 

  決算額（千円）      

達成度 ― 

 

― ― ― 116.9％ 126.1％   経常費用（千円）      

 

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 

ア
ク
セ
ス
数 

 

計画値 4.50 億 pv ― ― ― 3.35 億 pv   3.93 億 pv 

 

4.50 億 pv  経常利益（千円）      

実績値 ― 1.43 億 pv 2.46 億 pv 3.01 億 pv 3.51 億 pv 5.83 億 pv   行政サービス実

施コスト（千円） 

     

達成度 ― ― ― ― 104.6％ 

 

148.5% 

 

  従事人員数      

参
考
：
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 

ア
ク
セ
ス
数
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
含
） 

計画値 6.0 億 pv 

(※)中期計画

変更前 

1 億 pv 

(※) 

3.42 億 pv 

(※) 

4.6 億 pv 

(※) 

― 

 

― 

 

6.0 億 pv 

(※) 

 

実績値 ― 3.27 億 pv 4.61 億 pv 10.55 億 pv ― 

 

― 

 

 

 

 

達成度 ― 327.0％ 134.8％ 229.3％ ― ―   
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

海外現地に常在

する職員が長年に

わたり構築・拡大を

図ってきたネット

ワークや社会的ス

テイタス等海外事

務所の機能を最大

限活用し、変化の激

しい市場動向をリ

ア ル タ イ ムで 把

握・分析することに

より、調査・研究を

始めとするマーケ

ティング業務を充

実するとともに、そ

の結果について事

業パートナーを始

めとする日本のイ

ンバウンド関係者

と密接に情報共有

を行う等、インバウ

ンドビジネスを支

援するサービスの

向上を図り、国内外

におけるネットワ

ークを形成・発展さ

せる。また、これを

基盤として、観光庁

と共同で、市場ごと

に海外の市場動向

等の情報に基づく

効率的・効果的な訪

日プロモーション

方針を策定・公表

し、地方自治体や民

間事業者が独自に

取り組む事業・活動

との連携を図りや

すい環境を整える

とともに、訪日プロ

モーション事業の

実施主体として、オ

ールジャパン体制

で国としての日本

の観光魅力を発信

し、訪日に結びつけ

る取組を強力に実

施する。 

海外事務所の機

能を最大限に活用

し、海外の市場動

向、競合国の活動

事例や日本におけ

る成功事例等の情

報を積極的・機動

的に収集・分析す

ることにより、マ

ーケティングの高

度化を図るととも

に、その結果に基

づき、観光庁と共

同で効率的・効果

的な訪日プロモー

ション方針を策

定・公表し、日本

の観光魅力の発信

や訪日旅行商品の

造成・販売支援等

を推進する。また、

訪日プロモーショ

ン事業の実施主体

として、国内外に

おけるネットワー

クを形成・発展さ

せ、関係者との連

携を図ることによ

りオールジャパン

体制を確立し、同

事業を機動的・効

果的に推進する。 

海外事務所の機

能を最大限に活用

し、海外の市場動

向、競合国の活動

事例や日本におけ

る成功事例等の情

報を積極的・機動

的に収集・分析す

ることにより、マ

ーケティングの高

度化を図るととも

に、その結果に基

づき、観光庁と共

同で効率的・効果

的な訪日プロモー

ション方針を策

定・公表し、日本

の観光魅力の発信

や訪日旅行商品の

造成・販売支援等

を推進する。また、

訪日プロモーショ 

ン事業の実施主体

として、国内外に

おけるネットワー

クを形成・発展さ

せ、関係者との連

携を図ることによ

りオールジャパン

体制を確立し、同

事業を機動的・効

果的に推進する。 

また、２０２０

年東京オリンピッ

ク・パラリンピッ

ク東京大会に向け

た戦略目標及び行

動計画に基づき、

関係者と連携しな

がら、その実現に

向けた取組を行

う。 

 ＜主要な業務実績＞ 

【海外の市場動向の収

集・分析とマーケティン

グの高度化】 

以下の取組等により、

マーケティングの高度化

を図った。 

 

・全海外事務所による市

場動向把握・分析（毎月） 

・マーケティング戦略実

務者会合（観光庁及び機

構）への報告、協議（毎

月） 

・マーケティング戦略本

部（観光庁設置）への参

画（年 4 回） 

 マーケティング戦略本

部における外部のマーケ

ティング専門家の知見を

取り入れ、科学的・合理

的な分析手法等を導入す

ることにより、訪日プロ

モーション事業の高度化

を図った。 

 

【市場別訪日プロモーシ

ョン方針に基づく事業実

施】 

 上記マーケティング戦

略本部で決定した平成

28 年度訪日プロモーシ

ョン方針に基づき、事業

を実施した。訪日プロモ

ーション方針は、重点 20

市場別に策定し、ウェブ

サイトに公表した。 

 ビジット・ジャパン事

業実施本部（平成 27 年 4

月、機構内に設置）にお

いて訪日プロモーション

事業全体の計画から実施

の進捗状況、成果の分析

を管理し、訪日プロモー

ション事業の PDCA 確

立を図った。 

 

【国内外における関係者

との連携とオールジャパ

ン体制の確立】 

 訪日プロモーション事

 評定  
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業の実施主体として、海

外現地の在外公館をはじ

めとする関係省庁・政府

関係法人、地方公共団体、

経済界等との国内外ネッ

トワークの形成・発展に

努め、関係者との連携を

図ることにより、オール

ジャパン体制を構築し、

訪日プロモーション事業

を効果的・効率的に推進

した。 

 

【 2020 年オリンピッ

ク・パラリンピック東京

大会に向けた取組】 

・リオデジャネイロオリ

ンピック・パラリンピッ

ク期間中における VJ ブ

ース出展（平成 28 年 8

月、9 月） 

・海外メディア向けオン

ラインライブラリーの開

設（平成 28 年 8 月） 

・メダリストと連携した

訪日プロモーション映像

の作成と放映（平成 28

年 8 月～9 月） 

 ア 多様なメディ

アを活用した日本

の観光魅力の発信 

 

各市場のターゲ

ット･セグメント

に対する日本の観

光魅力の発信に当

たっては、様々な

媒体（ウェブサイ

ト、テレビ、新聞・

雑誌等）を効果的

に組み合わせるこ

とで相乗効果を上

げるよう努力す

る。 

特に、ウェブサ

イトはプロモーシ

ョンだけでなく、

重要なマーケティ

ング手段としても

位置づけ、媒体ト

レンドの変化やＩ

ＣＴの技術革新を

踏まえながら各種

ソーシャルメディ

アの活用を図ると

ア 多様なメディ

アを活用した日本

の観光魅力の発信 

 

各市場のターゲ

ット･セグメント

に対する日本の観

光魅力の発信に当

たっては、様々な

媒体（ウェブサイ

ト、テレビ、新聞・

雑誌等）を効果的

に組み合わせるこ

とで相乗効果を上

げるよう努力す

る。 

特に、ウェブサ

イトはプロモーシ

ョンだけでなく、

重要なマーケティ

ング手段としても

位置づけ、媒体ト

レンドの変化やＩ

ＣＴの技術革新を

踏まえながら各種

ソーシャルメディ

アの活用を図ると

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

 機構のソーシャル

ネットワークページ

のファン数を４４０

万人にするとともに、

それ以外の機構のウ

ェブサイトのアクセ

ス数を年間３億９,２

５０万ページビュー

にする。 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

 多様なメディアを

活用し、海外の主要訪

日旅行市場に対して

日本の観光魅力を効

果的に発信している

か。ソーシャルネット

ア 多様なメディアを活

用した日本の観光魅力の

発信 

 

＜主要な業務実績＞ 

【様々な媒体の効果的な

組み合わせによる相乗効

果の発揮】 

テレビ CM、ウェブ、

SNS、動画専用サイト等

を組み合わせるメディ

ア・ミックスを活用し、

情報発信の相乗効果が得

られるよう事業を構成し

た。 

 

（事業例） 

熊本地震（平成 28 年 4

月）による九州への訪日

旅行者数の落ち込みを回

復させるため、タイの人

気テレビ番組「マジデジ

ャパン」を 9 月に熊本・

大分へ招請した。この結

果、九州の温泉、グルメ、

自然景観の魅力を紹介す

る４話（各 45 分）が 10

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｓ 

 

 

・日本の観光魅力を発信す

るにあたり、世界で主流な

コミュニケーション手段と

なっている SNSを積極的に

活用し、新たにマレーシア、

フィリピン、ブラジル市場

向け Facebook ページを開

設するなど、21 の Facebook

ページ及び中国の微博等の

SNS ページから、各市場の

特性にあわせた日本の良質

な観光情報をタイムリーに

発信した。 

 

・SNS のファン数は、前年

の 444 万人から 111 万人増

え、555 万人となり、数値目

標の 440 万人を上回った。

（数値目標達成率 126.1％） 
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ともに、一般消費

者、旅行会社、メ

ディア等に向け

て、良質の情報を

効率的に提供す

る。 

また、機構のウ

ェブサイトにおい

て、訪日外国人旅

行者や海外の送客

旅行会社等の対象

に応じた情報コン

テンツの充実や機

能の改善を行う。 

海外メディアを

通じた情報発信に

当たっては、海外

の有力なメディア

（在日外国人メデ

ィアを含む。）に対

し、ウェブサイト

やニュースレター

による日本観光情

報の提供等を通じ

て日本特集記事の

掲載等を働きかけ

る。 

訪日取材に際し

ては、日本のイン

バウンド関係者の

ニーズや訪日旅行

商品の造成・販売

に連動した適切な

取材対象の選定・

アレンジ、取材経

費の一部負担の支

援等を行うことに

より、訪日促進効

果の高い記事の掲

載を促すととも

に、機構のウェブ

サイトへの誘引を

働きかける。 

 

数値目標 

中期目標期間中

に、機構のソーシ

ャルネットワーク

ページのファン数

を５００万人にす

るとともに、それ

以外の機構のウェ

ブサイトのアクセ

ス数を年間４．５

億ページビューに

ともに、一般消費

者、旅行会社、メ

ディア等に向け

て、良質の情報を

効率的に提供す

る。 

また、機構のウ

ェブサイトにおい

て、訪日外国人旅

行者や海外の送客

旅行会社等の対象

に応じた情報コン

テンツの充実や機

能の改善を行う。 

平 成 ２ ８ 年 度

は、訪日需要喚起、

訪日旅行者支援、

地方への訪問促進

などに資する記事

で構成したウェブ

マガジンを、動画

素材も活用しつ

つ、引き続き主要

４言語（英語、中

文簡体、中文繁体、

韓国語）で発行す

るとともに、旅行

計画に役立つモデ

ルコースなど、ニ

ーズの高い情報コ

ンテンツの整備を

進め、各市場で運

用しているソーシ

ャルネットワーク

サービスとも連携

して情報発信力を

強化する。また、

ウェブコンテンツ

のマルチデバイス

対応を進め、訪日

旅行者の情報収集

利便性の向上を図

る。 

海外メディアを

通じた情報発信に

当たっては、海外

の有力なメディア

（在日外国人メデ

ィアを含む。）に対

し、ウェブサイト

やニュースレター

による日本観光情

報の提供等を通し

て日本特集記事の

掲載等を働きかけ

ワークサービス等を

効率的に活用し、海外

の各市場にそれぞれ

適した内容・手法で情

報発信が行われてい

るか。 

月、11 月にかけてタイの

地上デジタル波チャンネ

ルで放映された。さらに

同番組の YouTube チャ

ンネルや Facebook 等の

オンライン配信も行われ

た。続けて、12 月～１月

に、タイにおいて交通広

告、テレビ、新聞、オン

ライン・メディアを通じ

た九州の魅力を訴求する

広告キャンペーンを実施

するとともに、現地旅行

会社と連携した消費者向

け九州旅行キャンペーン

を実施した。 

 

【ウェブサイトの活用】 

 14 言語、21 市場に向

けてウェブサイトを通じ

た情報発信を実施した。 

 

【各種ソーシャルメディ

アの活用】 

 媒体トレンドの変化や

ＩＣＴの技術革新を踏ま

え、市場に応じたタイム

リーで良質な情報発信を

日替わり等で更新し、各

種ソーシャルメディアの

活用を図った。 

・世界的な主流 SNS であ

る Facebook について、

マレーシア、フィリピン、

ブラジル市場向けにそれ

ぞれ Facebook ページを

新たに開設し、前年度か

ら運用している 18 市場

とあわせ 21 市場に向け

た Facebook ページから

情報発信を実施した。

Facebook ファン数は、前

年度末の 380 万人から

479 万人と約 100 万人増

加した。 

・中国市場においては、

同国における主流ソーシ

ャルメディアである微博

（ファン数 57 万人）を運

営した。 

・動画や画像メディアに

特 化 し た YouTube 、

Pinterest、Instagram 等

も活用しており、新たに

韓国及びタイ市場向けの

 

・機構が運営する各市場向

けのウェブサイトについて

は、14 言語 21 市場向けに、

それぞれの言語できめ細か

な情報更新を行うととも

に、テレビ、新聞、雑誌、

メディアやポータルサイト

等の他社のウェブサイトを

活用した広告事業等との連

動を図り、情報発信の相乗

効果を発揮した。 

 

・訪日旅行者等が関心を持

つ多様なテーマを深堀りし

て特集するマンスリーウェ

ブマガジン（4 言語）の発行、

モデルコース等の新規コン

テンツ整備、マルチデバイ

ス化対応など、ICT 技術を

活用した各種情報提供に積

極的に取り組んだ結果、機

構が運営するウェブサイト

のアクセス数は、前年殿 3

億 5,050 万 PV から 2 億

3,225 億 PV 増え、年間で 5

億 8,275 万 PV（前年比

66.3％増）となり、目標の 3

億 3,500 万 PV を上回った。

（ 数 値 目 標 達 成 率

148.5％）。 

 

・世界的な ICT トレンドの

進化に適時対応し、ミュー

ジックビデオやコンセプト

動画等、動画を活用したプ

ロモーションを強化した結

果、動画再生回数が大きく

伸長し、ウェブサイトアク

セス数の増加に大きく寄与

した。 

 

・海外メディアを通じた情

報発信については、各市場

における効果の高い媒体の

招請や情報提供による情報

発信を通じて日本の魅力を

海外に提供することによ

り、旅行目的地としての日

本の認知度向上に貢献する

とともに、訪日旅行需要を

喚起した。 

 

・訪日旅行のリピーターが

多い東アジア市場等におい



11 

する。 

 

 

る。 

訪日取材に際し

ては、日本のイン

バウンド関係者の

ニーズや訪日旅行

商品の造成・販売

に連動した適切な

取材対象の選定・

アレンジ、取材経

費の一部負担の支

援等を行うことに

より、訪日促進効

果の高い記事掲載

を促すとともに、

機構のウェブサイ

トへの誘引を働き

かける。 

特に東北地方へ

の誘客、欧米豪市

場からの誘客を増

加させるため、オ

ンライン・メディ

アを中心とした情

報発信やキャンペ

ーン等の取組を強

化する。 

 

数値目標 

機構のソーシャ

ルネットワークペ

ージのファン数を

４４０万人にする

とともに、それ以

外の機構のウェブ

サイトのアクセス

数を年間３億９,２

５０万ページビュ

ーにする。 

Instagram を開始した。 

 

【情報コンテンツの充実

と機能改善】 

・マンスリーウェブマガ

ジン（英語、中文簡体、

中文繁体、韓国語）を毎

月発行し、年間 96 本を掲

載した。ウェブマガジン

では、地方への訪問促進

に資するため、東北海道、

広島・宮島・尾道、長野

県スキー、香川（高松・

金比羅・小豆島）等の観

光地紹介のほか、自動車

工場見学、忍者体験等、

日本ならではの体験に関

する情報発信を行った。 

 

・外国人旅行者に人気の

ある東京、京都、大阪か

らの日帰りまたは 1 泊 2

日の旅行モデルコースを

設定し、ウェブサイトを

通じて、4 言語（英語、

中国語簡体字、中国語繁

体字、韓国語）で情報発

信した。設定したコース

の内訳は東京発 15 コー

ス、京都発 10 コース、大

阪発 10 コース。 

 

【英語グローバルサイト

のナビゲーション改善】 

英語グローバルサイト

のトップページを大幅に

改善し、利用者の興味関

心の視点で分類したメニ

ュー構成に改善した。 

 

【ウェブコンテンツのマ

ルチデバイス対応】 

スマートフォンやタブ

レットを使用するユーザ

ー向けに最適化された情

報表示を行うため、宿泊

施設検索、飲食店検索、

旅行商品検索、イベント

検索、天気予報の各サイ

トにおいてマルチデバイ

スへの対応を実施した。 

 

【海外メディアを通じた

情報発信】 

海外事務所におけるニ

て、地方への誘客を意識し

た取組を行い、東北、中部、

中国、四国、九州等の地域

の魅力を訴求する取組を拡

充した。特に東日本大震災

以降、外国人観光客数の回

復が遅れている東北につい

ては、各市場で取組を強化

した。 

 

・数値目標である SNS のフ

ァ ン 数 の 達 成 状 況

（126.1％）、及びウェブサ

イトのアクセス数の達成状

況（148.5％）に加え、各種

メディアを活用した東北へ

の誘客促進、欧州市場にお

ける訪日無関心層に向けた

メディアを通じた集中的認

知度向上、質の高い事業成

果を踏まえ、自己評価評定

はＳとする。 

 

【課題と対応】 

外国人視点による情報発

信の質の向上、及びＩＣＴ

マーケティングの強化を図

る。 

欧州等における訪日無関

心層の需要掘り起こしを図

るため、メディアを通じた

情報発信を強化する。 

SNS による情報発信のさ

らなる拡充・高度化を図る。 
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ュースレター発信、及び

有力メディアに対する取

材協力等により、年度中

に 872 件の訪日促進関連

記事・番組の露出が実現

し、この広告費換算額は

約 119 億円となった。内

訳は以下のとおり。 

 

・有力メディアへの訪日

取材協力件数 112 件 →

記事掲載・番組放映件数 

212 件 

・ニュースレター発行

数：429 件 →記事掲

載・番組放映件数 660件 

 

【東北地方への誘客促進

の取組】 

東北地方の認知度向上

を目的として、欧米豪、

東南アジア、東アジアの

３地域で現地著名人を活

用した情報発信を行っ

た。 

 

東南アジア向け情報発

信の例：タイ、シンガポ

ール、フィリピン、イン

ドネシア、マレーシア、

ベトナムの 6 市場から１

組ずつ有名アーティスト

を招請し、各県の観光魅

力の詰まったミュージッ

クビデオを撮影し、

YouTube 等で公開すると

ともに、撮影地の情報を

各市場のウェブサイトや

アーティストの SNS で発

信した。映像の接触者数

は 11月～3月までの間に

776万人に達した。 

 

【欧米豪市場からの誘客

促進の取組】 

 英国、フランス、ドイ

ツ等欧州 15 市場を対象

に、伝統文化と現代文化

の融合をテーマとした統

一クリエイティブ（動

画・静止画）を用い、オ

ンラインを中心に、各国

主要局でのテレビＣＭ放

映、地下鉄・バス等の屋

外、映画、雑誌等、様々
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な媒体を通じた広告を集

中的に展開した。英国、

フランス、ドイツの３市

場における媒体接触者数

は、テレビＣＭが 1.8 億

人、屋外広告が 5,638 万

人、オンライン表示回数

は 4,872 万回、動画再生

回数は 1,089 万回等とな

った。3 市場において、

動画を見て日本に興味を

もった割合は、いずれも

７割を超え、広告接触者

が訪日旅行商品について

具体的に調べた割合が１

割を超えた。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

【SNS ファン数】 

 機構のソーシャルネッ

トワークページのファン

数は、前年度の 444 万人

から 111 万人増え、555

万人（前年比 25.0％増）

となり、目標の 380 万人

を上回った。（数値目標達

成率 126.1％） 

 

【ウェブサイトのアクセ

ス数】 

 機構のウェブサイトア

クセス数は、前年殿 3 億

5,050 万 PV から 2 億

3,225 億 PV 増え、年間

で 5 億 8,275 万 PV（前

年比 66.3％増）となり、

目標の 3 億 3,500 万 PV

を上回った。（数値目標達

成率 148.5％） 

 

 

４．その他参考情報 

 

（※）平成 27 年 3 月に、今期中期目標及び中期計画（対象：平成 25 年度～29 年度の 5 年間）ならびに平成 26 年度計画の変更があり、数値目標が変更となった。 

変更前の中期計画における数値目標は、「中期目標期間中に、機構のウェブサイトのアクセス数を年間 6 億ページビューにする。」であった。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１―２―２ 訪日プロモーション業務 ②訪日外国人旅行者誘致のための業務  イ 訪日旅行商品の造成・販売支援 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 

国際観光振興機構法 第９条 第１号 

当該項目の重要度、難易

度 

重要度：高 （「観光立国実現に向けたアクション・プログラム 2015」（平成

27 年 6 月観光立国推進閣僚会議決定）及び「『日本再興戦略』改訂 2015」（平

成 27 年 6 月 30 日閣議決定）、において、政府目標とされている訪日外国人

旅行者 2000 万人時代を目指すにあたって、本法人における日本の観光魅力

の発信等の訪日プロモーション事業の効果的・効率的な執行が重要な役割を

果たすものであるため） 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期間

最終年度値等) 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

  平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

造
成
の
た
め
の
商
談
件
数 

訪
日
旅
行
商
品
の
販
売
・ 

計画値 

 

年平均 

20,000件以上 

― ― 

 

― 20,000 件

以上 

20,000 件

以上 

 

20,000 件

以上 

 予算額（千円）      

実績値 ― 

 

― ― 

 

― 27,646 件 28,170 件 

 

 

 

 決算額（千円）      

達成度 ― ― ― ― 138.2％ 140.9％   経常費用（千円）      

商
談
参
加
者
の
評
価 

計画値 4段階評価で

上位 2 つの

評価を得る

割合が 7 割

(70%)以上 

― ―  ― 7 割以上 7 割以上 7 割以上  経常利益（千円）      

実績値 ― ― ― ― 95.9％ 95.0％   行政サービス実

施コスト（千円） 

     

達成度 ― ―  ― ― 

 

137.0％ 135.7％   従事人員数      

参
考
：
機
構
が
支
援
し
た
旅
行 

商
品
に
よ
る
訪
日
旅
行
者
数 

計画値 

 

年間 90 万人

(※)中期計画 

変更前 

600,000 人 

(※) 

650,000 人 

(※) 

720,000 人 

(※) 

― 

 

― 900,000 人 

(※) 

 

実績値 ― 

 

648,723 人 916,217 人 1,460,267 人 ― 

 

― 

 

― 

 

 

達成度 ― ― 141.0％ 202.8％ ― ― ―  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 イ 訪日旅行商品

の造成・販売支援 

 

海外の旅行会社

の訪日旅行商品造

成を支援するた

め、要望に基づく

提案や情報・販促

素材等の提供、モ

デル的な訪日旅行

商品の素材提供等

による企画コンサ

ルティング、旅行

博覧会や展示会等

への参加、現地有

力旅行会社キーパ

ーソンの日本への

招請、日本におけ

る商談会の開催等

の支援を行う。一

般消費者向けに日

本の観光プロモー

ションをあわせて

行う際には、地方

自治体、民間事業

者等と連携するこ

とで、効率的・効

果的な事業展開を

図るべく努力す

る。 

また、現地旅行

会社等のスタッフ

を対象とした研

修・セミナーの実

施、現地有力旅行

会社との共同広

告、訪日旅行販売

担当のスキルアッ

プを目的とするＪ

Ｔ Ｓ （ Japan 

Travel Specialist）

育成事業等により

訪日旅行商品販売

支援を行う。 

 

数値目標 

中 期 目 標 期 間

中、機構が提供す

る訪日旅行商品の

販売・造成のため

の商談件数を、年

イ 訪日旅行商品

の造成・販売支援 

 

海外の旅行会社

の訪日旅行商品造

成を支援するた

め、旅程等の提案

や情報・販促素材

等の提供、モデル

的な訪日旅行商品

の素材提供等によ

る企画コンサルテ

ィングや、旅行博

覧会や展示会等へ

の参加、有力旅行

会社キーパーソン

の日本への招請、

日本における商談

会の開催等の支援

を行う。 

また、現地旅行

会社等のスタッフ

を対象とした研

修・セミナーの実

施、現地有力旅行

会社との共同広

告、訪日旅行販売

担当者のスキルア

ップを目的とする 

JTS（Japan Travel 

Specialist）育成事

業等により訪日旅

行商品販売支援を

行う。 

 

 

数値目標 

機構が提供する

訪日旅行商品の販

売・造成のための

商談件数を２０，

０００件以上とす

る。 

商談参加者に対

する調査におい

て、商談の評価が、

４段階評価で上位

２つの評価を得る

割合が  7 割以上

となることを目指

す。 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

 機構が提供する訪

日旅行商品の販売・造

成のための商談件数

を 20,000 件以上とす

る。 

商談参加者に対する

調査において、商談の

評価が、４段階評価で

上位２つの評価を得

る割合が 7 割以上と

なることを目指す。 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

海外において訪日

旅行を取り扱う旅行

会社等とのネットワ

ークを通じ、訪日旅行

商品の造成・販売促進

を効果的・効率的に支

援しているか。また、

海外の旅行会社の多

様なニーズに的確に

応えられるよう、国内

各地の地方公共団

体・民間事業者等と連

携し、オールジャパン

体制で取り組んでい

るか。 

イ 訪日旅行商品の造

成・販売支援 

 

＜主要な業務実績＞ 

海外の旅行会社等の訪

日旅行商品造成・販売促

進を以下の取組等を通じ

て強力に支援し、2016 年

に過去最多となった訪日

外国人数（2,404 万人、

対前年比 21.8％増）の増

加に貢献した。事業の実

施にあたっては、査証の

緩和、航空路線の新規就

航等の施策と連動を図る

とともに、在外公館、地

方自治体、民間事業者等

と連携し、オールジャパ

ン体制による効果的・効

率的な事業展開を図っ

た。 

 

【訪日旅行商品造成・販

売のための商談会の開

催】 

訪日旅行商品の造成・

販売を支援するため、海

外の旅行会社と国内の旅

行会社、宿泊施設、運輸

施設、その他関連企業等

のビジネス・マッチング

を図るため、国内外で商

談会を主催した。 

 

（主な商談会） 

・ビジット・ジャパン・

トラベル＆MICE マート

（東京、9 月）  

商談件数 8,376 件 

参加者：海外バイヤー

357 社、海外メディア 12

社、国内セラー431 団体、

ＰＲセラー19 団体 

・東アジア商談会（仙台、

6 月）  

商談件数 1,376 件 

参加者：海外バイヤー

100 社、国内セラー100

社 

・東南アジア商談会（東

京、2 月）  

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｓ 

 

・訪日プロモーション事業

の実施主体として、オール

ジャパン体制での取組を促

進するとともに、海外の旅

行会社等の招請、企画コン

サルティング、共同キャン

ペーン等の実施を通じて、

訪日外国人旅行者数が初め

て 2016 年に 2000 万人を突

破し、過去最多となる 2,404

万人（前年比 21.8％）の達

成に貢献した。 

 

・在外公館、地方自治体、

民間事業者等と連携し、オ

ールジャパン体制により効

果的・効率的な訪日旅行商

品の造成・販売支援を実施

したことにより、機構が提

供する訪日旅行商品の販

売・造成のための商談件数

は、年間で 28,170件となり、

目標の 20,000 件を大きく上

回った。（数値目標達成率

140.9％） 

 

・商談参加者に対する調査

において、商談の評価が、

４段階評価で上位 2 つの評

価を得た割合は 95.0％とな

り、高い満足度が得られた。

（数値目標達成率 135.7％） 

 

・新たな日本の観光魅力を

紹介する訪日旅行商品の造

成・販売支援を目指し、特

に訪日旅行のリピーターが

多い東アジア市場等におい

て、東北等を重点デスティ

ネーションとして定め、集

中的にプロモーションを実

施することにより、戦略的

に国内目的地の分散化を促

進した。 
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平均２０，０００

件以上とする。 

商談参加者に対

する調査におい

て、商談の評価が、

４段階評価で上位

２つの評価を得る

割合が７割以上と

なることを目指

す。 

商談件数 2,046 件 

参加者：バイヤー93 社、

セラー120 社 

 

【旅行博覧会・展示会等

への参加】 

世界各地で開催される

主要な旅行博覧会・展示

会等に、地方公共団体、

民間事業者等と共同で出

展し、商談機会を提供し

たほか、機構自らが商談

を行った。 

 

・富裕層向け商談会（フ

ランス・カンヌ、12 月） 

日本ブースにおける商談

件数 681 件 

日本の宿泊施設等、観

光事業者 17 社と共同出

展し、日本ブースを形成 

 

・クルーズ見本市（米国・

マイアミ、3 月） 

 自治体、旅行会社等 20

団体で日本ブースを形成 

 

・国際航空路線誘致商談

会 World Routes（中

国・成都、9 月）、Routes 

Asia（沖縄県那宜野湾市

3 月） 

 世界の航空会社等に対

し、国際線受け入れ、LCC

誘致、新規就航、増便を

働きかけ 

 

【有力旅行会社キーパー

ソンの日本への招請】 

 主要市場の有力旅行会

社のツアー造成責任者・

担当者等を日本に招請

し、国内観光地の視察及

び地元関係者等との商談

をしてもらうことで、新

しい観光魅力を取り入れ

たツアーの新規開発やツ

アールートの改善を促進

した。平成 28 年度は、

84 件の招請事業を実施

し、延べ 811 人のキーパ

ーソンを招請した。 

 

【旅行会社等との共同広

告】 

・訪日教育旅行受入促進の

一元的窓口を開設し、海外

と国内の学校交流マッチン

グを 51 件成立させ、14 カ

国・地域から計 32 校・機関、

971 人の生徒及び教育関係

者等が来日、18 都道府県に

おいて学校交流が実現し

た。 

 

・海外の有力な旅行会社等

と日本の地方公共団体・民

間事業者等が商談する機会

を国内外で多数創出し、数

値目標である商談件数が目

標値を大きく上回る達成状

況（達成率 140.9％）となっ

たこと、また商談会の満足

度 が 95.0 ％ （ 達 成 率

135.7％）と高い評価を得て

おり、2 つの数値目標がいず

れも約 4 割を超える達成率

となった。また、商談会の

開催、共同広告の実施等、

訪日旅行促進を図る各種取

組を海外各市場で実施し、

2016 年に訪日旅行者数が初

めて 2,000 万人を突破し、

過去最多の 2,404 万人（前

年比 21.8％増）となったこ

とに大きく貢献した質的な

成果を踏まえ、自己評価評

定はＳとする。 

 

 

【課題と対応】 

 海外の旅行会社等との商

談機会の提供等を通じて国

内関係者と海外の需要のマ

ッチング機能を果たし、さ

らなるインバウンド需要の

拡大を図る。 
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 旅行会社等と共同で新

聞、雑誌、ウェブサイト

等に広告を掲出し、訪日

旅行の需要喚起と訪日旅

行商品の販売促進を行っ

た。 

 

【現地旅行会社への人材

育成事業】 

海外の旅行会社による

訪日旅行商品の造成・販

売を支援するため、旅行

会社等のスタッフを対象

とした研修・セミナーを

実施した。年度中に、152

件のセミナーを実施し、

延べ 11,472 人が参加し

た。 

また現地旅行会社のコ

ンサルティング能力の向

上と訪日旅行商品の販売

促進を目的に、訪日旅行

の販売のために必要な知

識をウェブサイト上で学

習できるＥラーニングシ

ステムを各市場で運営

し、訪日旅行専門家

（ JTS, Japan Travel 

Specialist）の育成を行っ

た。 

 

・Ｅラーニング参加者数

（8 市場で実施）： 新規

7,011 人、累計 40,327 人 

・JTS 認定者（8 市場合

計）： 新規 2,520 人、累

計 21,470 人 

 

【東北への送客拡大に向

けた取組】 

 外国人観光客の回復が

遅れている東北地域への

送客拡大に向けて、各市

場で訪日旅行商品の造

成・販売促進に資する事

業を実施した。 

 

（東北復興を目的とした

事業の例） 

・世界的なオンライン・

トラベルエージェントで

あるExpedia社と東北の

予約促進キャンペーンを

台湾、米国オーストラリ

ア等の 6 市場で実施し、5
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カ月間で 1 万 507 泊の宿

泊が予約された。 

 

【訪日教育旅行促進】 

 海外の訪日教育旅行に

関するニーズ紹介や国内

と海外の学校交流マッチ

ング等を実施する訪日教

育旅行受入促進の一元的

窓口を平成 28 年 4 月、

機構内に開設し、年度中

に海外と国内の学校交流

マッチングを 54 件成立

させ、14 カ国・地域から

計 32 校・機関、971 人の

生徒及び教育関係者等が

来日、18 都道府県におい

て学校交流が実現した。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

【商談件数】 

 機構が提供する訪日旅

行商品の販売・造成のた

めの商談件数は、年間で

28,170 件となり、目標の

20,000 件を大きく上回

った。（数値目標達成率

140.9％） 

 機構が主催したビジッ

ト・ジャパン・トラベル

マート（東京）は過去最

大規模となり、8,376 件

の商談が行われた。 

 

【商談参加者評価】 

 商談参加者に対する調

査において、商談の評価

が、４段階評価で上位 2

つの評価を得た割合は

95.0％となり、高い満足

度が得られた。（数値目標

達成率 135.7％） 

 

 

４．その他参考情報 

 

（※）平成 27 年 3 月に、今期中期目標及び中期計画（対象：平成 25 年度～29 年度の 5 年間）ならびに平成 26 年度計画の変更があり、数値目標が変更となった。 

変更前の中期計画における数値目標は、「中期目標期間中に、機構が造成・販売支援を行った旅行商品により訪日した外国人旅行者の数を年間 90 万人とする。」であった。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２―１ 国内受入体制整備支援業務 ①観光案内所の整備支援業務 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 

国際観光振興機構法 第９条 第１号 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期間

最終年度値等) 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

  平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

情
報
提
供
の
評
価 

計画値 4段階評価で

上位 2 つの

評価を得る

割合が 7 割

(70%)以上 

― 7 割以上 7 割以上 7 割以上 7 割以上 7 割以上  予算額（千円）      

実績値 ― ― 95.2％ 95.3％ 98.1％ 98.2％ 

 

  決算額（千円）      

達成度 ― ― 136.0％ 136.1％ 140.1％ 140.2％ 

 

  経常費用（千円）      

対
面
・
電
話
等
の 

情
報
提
供
件
数 

計画値 60,000 件 

 

― ― ― 46,000 件 

 

53,000 件 

 

60,000 件 

 
 経常利益（千円）      

実績値 ― ― ― ― 37,915 件 40,089 件   行政サービス実

施コスト（千円） 

     

達成度 ― ― ― ― 82.4％ 75.6％ 

 

  従事人員数      

 

ウ
ェ
ブ
で
の 

情
報
提
供
件
数 

 

計画値 350,000 件 

 

― ― ― 250,000 件 

 

300,000 件 

 

350,000 件  

実績値 ― ― ― ― 395,390 件 484,771 件 

 

  

達成度 ― ― ― ― 158.2％ 161.6％ 

 

  

参
考
：
情
報
提
供
件
数 

（
対
面
・
電
話
・
ウ
ェ
ブ
） 

計画値 120,000 件 

(※）中期計

画変更前 

― 63,000 件 

（※） 

164,000 件 

（※） 

― ― 

 

120,000 件 

（※） 
 

実績値  

 

 

― 対面・電話 

46,461 件 

ウェブ 

120,531 件 

合計： 

166,992 件 

対面・電話 

41,263 件 

ウェブ 

229,566 件 

合計： 

270,829 件 

― 

 

― 

 

― 

 
 

達成度 ― ― 265.1％ 165.1％ ― ― ―  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

訪日外国人旅行

者の利便性・満足度

を向上させるため、

国内における受入

環境整備として、外

国人観光案内所の

認定・支援を行い、

案内所の更なる質

の向上・質の担保を

図る。支援の実施に

当たっては、認定案

内所からの評価を

定量的に把握し、相

当程度の評価を得

るものとする。機構

が運営するツーリ

スト・インフォメー

ション・センター

（以下「ＴＩＣ」と

いう。）については、

機構がこれまでに

培ってきたネット

ワークや手法に基

づき、民間のノウハ

ウを取り入れた効

果的な運営を行う

とともに案内所支

援業務の中核とし

て全国の案内所と

の連携を強化する。

運営にあたっては、

ウェブを活用した

情報提供コンテン

ツを創設するとと

もに、ＴＩＣにおい

て対面、電話又はウ

ェブによって情報

提供を行う機会を

増加させる。また、

立地や他の外国人

観光案内所との連

携方法等を含め、現

行の在り方を利用

者視点に立って見

直す。 

訪日外国人旅行

者の国内受入環境

整備を推進するた

め、外国人観光案

内所の認定・支援

を行い、ボランテ

ィアガイドの活用

も視野に入れつ

つ、外国人観光案

内所の更なる質の

向上・質の担保を

図る。支援の実施

に当たっては、外

国人旅行者の動向

や認定案内所のニ

ーズを踏まえ、支

援の充実を図るこ

ととする。 

ツーリスト・イ

ンフォメーショ

ン・センター（以

下「ＴＩＣ」とい

う。）については、

機構がこれまでに

培ってきたネット

ワークや手法に基

づき、民間のノウ

ハウを取り入れた

効果的な運営を行

うとともに、案内

所支援業務の中核

として全国の案内

所との連携を強化

する。運営に当た

っては、ウェブを

活用した情報提供

コンテンツを創設

するとともに、海

外事務所等を通じ

たＴＩＣの広報の

強化を行い、対面、

電話又はウェブに

よって情報提供を

行う機会を増加さ

せる。また、立地

や他の外国人観光

案内所との連携方

法等を含め、現行

の在り方を利用者

視点に立って見直

す。 

訪日外国人旅行

者の国内受入環境

整備を推進するた

め、外国人観光案

内所の認定・支援

を行い、ボランテ

ィアガイドの活用

も視野に入れつ

つ、外国人観光案

内所のネットワー

ク拡大や更なる質

の向上・質の担保

を図る。平成２８

年度は、外国人観

光案内所認定に係

る電子申請システ

ム及び認定案内所

の管理データベー

スを活用すること

により、同業務の

大幅な効率化を図

る。また、引き続 

き認定観光案内所

実態調査や研修会

を実施するほか、

認定観光案内所専

用サイトを活用

し、先進的な取組

事例や参考情報・

資料を共有するこ

とを通じて、外国

人旅行者へ提供す

るサービスの質の

向上を図る。支援

の実施に当たって

は、外国人旅行者

の動向や認定観光

案内所のニーズを

踏まえ、支援の充

実を図ることとす

る。さらに、地方

公共団体等に新た

な観光案内所の申

請を働きかけると 

ともに、主要空

港・ターミナル駅

等に所在する認定

観光案内所に上位

のカテゴリーへの

移行を働きかけ、

外国人案内所のネ

＜主な定量的指標＞ 

外国人観光案内所

に対する調査におい

て、機構からの支援サ

ービスの評価が、４段

階評価で上位２つの

評価を得る割合が７

割以上となることを

目指す。 

Ｔ Ｉ Ｃ に よ る 対

面・電話等での情報提

供件数を年間 5 万

3,000 件、ウェブでの

情報提供件数を年間

30 万件とする。 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

外国人旅行者が円

滑に国内を旅行でき

るよう、外国人旅行者

に対する観光情報等

の提供が効果的・効率

的に行われているか。 

外国人観光案内所

の認定制度を通じた

全国的な案内所ネッ

トワークの拡大、及び

案内所が提供するサ

ービスの質の向上・質

の担保が図られてい

るか。 

機構による外国人

旅行者への情報提供

に関し、旅行者の情報

収集手段・ニーズをふ

まえ、情報提供の機会

を増やしているか。 

＜主要な業務実績＞ 

【外国人観光案内所の認

定・支援】 

 訪日外国人旅行者の国

内受入環境整備を推進す

るため、外国人観光案内

所のネットワーク拡大及

び更なる質の向上を図っ

た。 

 

・観光庁が定めた外国人

観光案内所の設置・運営

のあり方の指針（平成 24

年 1月策定、平成 28年 6

月改定）に基づき、外国

人観光案内所の認定制度

を運用した。 

 

・認定外国人観光案内所

数は、前年度末の 759 カ

所から、851 カ所に増え

た（12.1％増）。 

 

・外国人観光案内所の質

の向上・担保を図るため、

認定観光案内所専用サイ

トの活用、ニュースレタ

ーの配信、実態調査（全

国各地 60カ所）の実施、

研修会（仙台市 7 月、新

潟市 11月、東京 2月）の

開催等を通じて、先進的

取組や事例・情報の共有、

助言等を行った。 

 

・上記取組に加え、コン

サルティング等の支援を

実施したことにより、26

カ所の案内所が上位カテ

ゴリーへ移行したほか、

最上位であるカテゴリー

３の案内所が北海道に 3

カ所、四国に 2 カ所初め

て認定された。 

 

・中位以上の認定観光案

内所は、前年の 197 カ所

から 270 カ所へと大きく

増え（37.1％増）、国内を

周遊する外国人旅行者が

地方各地で広域の観光案

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

・機構が認定する外国人観

光案内所のネットワーク

は、前年度の 759 カ所から

851 カ所へと拡大し、外国人

への観光案内体制が全国レ

ベルで格段に向上した。認

定済みの案内所の質の向上

を促進するコンサルティン

グにも注力し、平成 28 年度

は 26カ所の案内所が上位カ

テゴリーに移行した。 

 

・特に北海道及び四国に初

めて最上位のカテゴリー3

の案内所が認定された。 

 

・さらに、観光案内所認定

に係る電子申請システムを

新たに構築し、従来年１回

行っていた認定申請の受付

について、平成 28 年 6 月か

ら通年受付を開始したほ

か、従来約 4 カ月かかって

いた申請から認定の期間を

60 日間へと大幅に短縮し、

申請者の利便向上を図っ

た。 

 

・外国人観光案内所に対す

る調査において、98.2％の回

答者が機構の支援サービス

は大変役立った、または役

立ったと回答しており、非

常に高く評価されている。 

 

・TIC は、民間のノウハウ

を取り入れた運営を行い、

全国各地の外国人観光案内

所へのノウハウ提供、問い

合わせ対応等を通じて認定

外国人観光案内所のネット

ワーク拡大及び質の向上に

貢献した。 

 

・大規模災害等発生時に外

国人旅行者等への情報提供

を行うため、震度 6 以上（東

京 23 区内は震度 5 強以上）

評定  
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数値目標 

外国人観光案内

所に対する調査に

おいて、機構から

の支援サービスの

評価が、４段階評

価で上位２つの評

価を得る割合が７

割以上となること

を目指す。 

中期目標期間中

に、ＴＩＣによる

対面・電話等での

情報提供件数を年

間６万件、ウェブ

での情報提供件数

を年間３５万件と

する。 

ットワークの拡大

に努める。 

ツーリスト・イ

ンフォメーショ

ン・センター（以

下「ＴＩＣ」とい

う。）については、

機構がこれまでに

培ってきたネット

ワークや手法に基

づき、民間のノウ

ハウを取り入れた

効果的な運営を行

うとともに、案内

所支援業務の中核

として全国の案内

所との連携を強化

する。具体的には

ＴＩＣと空港、鉄

道駅等の交通拠点

に存在する認定観

光案内所との相互

案内に取り組む。

また、ウェブを活

用した情報提供コ

ンテンツの更なる

拡充を図るととも

に、海外事務所等

を通じたＴＩＣの

広報の強化を行

い、対面、電話又

はウェブによって

情報提供を行う機

会を増加させる。

また、立地や他の

外国人観光案内所

との連携方法等を

含め、現行の在り

方を利用者視点に

立って見直す。さ

らに、大規模災害

等発生時の情報提

供環境を整備する

必要性に鑑み、震

度６弱以上（東京

２３区内は震度５

強以上）の地震発

生時にＴＩＣにお

ける緊急時の電話

対応時間の２４時

間化を行う。 

 

数値目標 

外国人観光案内

所に対する調査に

内が受けられるようにな

った。 

 

・観光案内所認定に係る

電子申請システムを新た

に構築し、認定案内所の

管理データベースと統合

することにより業務の効

率化を図った。 

 

・同システムの導入によ

り、従来年１回行ってい

た認定申請の受付につい

て、平成 28 年 6 月から

通年受付を開始したほ

か、従来約 4 カ月かかっ

ていた申請から認定の期

間を 60 日間へと大幅に

短縮し、申請者の利便向

上を図った。 

 

【ツーリスト・インフォ

メーション・センター

（TIC）の運営】 

 以下の取組等を通じ

て、TIC の効率的・効果

的運営と全国の案内所と

の連携の強化を図った。 

 

・認定案内所への支援サ

ービスの提供 

 認定案内所に対して電

話による多言語（英語、

中国語、韓国語）通訳サ

ービスや電話およびメー

ルでの問合せサービスを

提供し、認定案内所のリ

ード役としての機能を果

たした。 

 

・TIC の広報強化 

 東京駅周辺に立地する

認定観光案内所と連携し

て広報を強化した。また、

海外事務所を通じて TIC

の広報を実施した。 

 

・大規模災害等発生時の

緊急時の電話対応 24 時

間化 

 震度 6 以上（東京 23

区内は震度 5 強以上）の

地震発生時における TIC

の 24 時間電話対応体制

について、平成 28 年 4

の地震発生時に、TIC にお

ける緊急時電話対応を 24時

間可能としており、4 月の熊

本地震発生時に稼働させ、

夜間電話対応を行った。以

降、緊急時のみならず常時

24 時間体制を継続してお

り、対応言語についても英

語・日本語の 2 言語であっ

たところ、中国語・韓国語

を追加し、4 言語対応を行っ

ている。 

 

・ウェブによる情報提供件

数は、前年の 39.5 万件から

48.5 万件（22.6％増）とな

り、目標値の 30 万件を大き

く上回る（数値目標達成率

161.6％）など、ウェブによ

る情報ニーズの高まりに適

切に対応した。 

 

・以上のことから、対面・

電話による情報提供件数が

目標値を下回ったものの、

ウェブによる情報提供の拡

充や、全国各地の認定外国

人観光案内所の量的及び質

的向上の実現支援を通じ

て、訪日外国人旅行者の増

加及び多様化するニーズに

効率的に対応していること

から、自己評価評定はＡと

する。 

 

【課題と対応】 

 IT を活用して情報収集を

行う訪日外国人が増大する

中、TIC の立地や他の外国

人観光案内所との連携手法

等を含め、利用者視点に立

った見直しを行う。 
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おいて、機構から

の支援サービスの

評価が、４段階評

価で上位２つの評

価を得る割合が７

割以上となること

を目指す。 

ＴＩＣによる対

面・電話等での情

報提供件数を年間

５万３，０００件、

ウェブでの情報提

供件数を年間３０

万件とする。 

月に起きた熊本地震（震

度 6 以上)を受けて、夜間

電話対応を稼動するとと

もに、従来の英語と日本

語による対応に加え、中

国語及び韓国語対応を追

加し、以降 4 言語体制を

構築した。 

 

・TIC のあり方に関する

検討 

 他の認定観光案内所と

の連携等を含め、TIC の

今後のあり方についての

検討を行った。 

 

【ウェブを活用した情報

提供コンテンツの拡充】 

 訪日外国人旅行者から

特に質問の多い交通関連

情報、イベント情報等を

更新し、ウェブによる情

報提供を拡充した。外国

人観光客だけでなく、国

内の案内所等も当該コン

テンツを活用している。 

 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

【外国人観光案内所の満

足度】 

 外国人観光案内所に対

する調査において、機構

の支援サービスの評価

は、４段階評価のうち上

位 2 つの評価を得た割合

が 98.2％と、目標の 7 割

を大きく上回り、非常に

高い満足度を得た。(数値

目標達成率 140.2％) 

 

【ＴＩＣによる対面・電

話での情報提供件数】 

・TIC における対面・電

話等での情報提供件数は

40,089 件と、目標の

53,000 件を下回った。

（ 数 値 目 標 達 成 率

75.6％)  

 

・対面・電話での情報提

供件数が数値目標に達し

なかった理由として、外

国人観光客の ICT利用の

増加に伴い、対面・電話
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よりもウェブによる情報

収集が一般的な情報収集

手段となりつつあるこ

と、また東京都内ならび

に全国各地の外国人認定

観光案内所が急速に増加

し、またそれぞれ案内レ

ベルが向上していること

により、外国人旅行者が

案内を得る手段及び場所

の選択肢が増え、案内の

機会が分散化しつつある

こと等が挙げられる。 

 

【ウェブでの情報提供件

数】 

・ウェブによる情報提供

件数は、48.5万件となり、

目標の 30 万件を大幅に

上回った。（数値目標達成

率 161.6％） 

 

 

 

４．その他参考情報 

 

（※）平成 27 年 3 月に、今期中期目標及び中期計画（対象：平成 25 年度～29 年度の 5 年間）ならびに平成 26 年度計画の変更があり、数値目標が変更となった。 

変更前の中期計画における数値目標は、「中期目標期間中に、TIC による情報提供件数を年間 12 万件とする。」であった。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２―２ 国内受入体制整備支援業務 ②通訳案内士試験業務 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 

国際観光振興機構法 第９条 第３号 

通訳案内士法 第１１条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期間

最終年度値等) 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

  平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

業
務
経
費
の
収
支 

計画値 収入を償う ― 収支を償う 収支を償う 収支を償う 収支を償う 収支を償う  予算額（千円）      

実績値 ― △15,857 

千円 

△18,715

千円 

8,697 

千円 

7,746 

千円 

△5,945 

千円 

  決算額（千円）      

達成度 ― ― 未達成 達成 達成 未達成   経常費用（千円）      

出
願
者
数 

計画値 増大を図る  ― ― ― ― ―  経常利益（千円）      

実績値 ― 

 

5,844 人 5,535 人 8,140 人 12,306 人 12,519 人   行政サービス実

施コスト（千円） 

     

達成度 ―  前年比

5.3％減 

前年比

47.1％増 

前年比

51.2％増 

前年比 

1.7％増 

  従事人員数      

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

通訳案内士試験

の代行業務につい

ては、通訳案内士試

験の受験手数料収

入で試験業務経費

を償うことができ

ず赤字化している

現状を踏まえ、その

原因を分析した上

で、受験者数の予測

を行い、試験実施方

法の見直し等によ

る試験事務の更な

る効率化を実施し、

あわせて、受験者数

の増大を図ること

により、可能な限り

早期に、本試験事務

の収支が償う状態

とする。 

通訳案内士法に

基づき、通訳案内

士試験の実施に関

する事務を行う。

通訳案内士試験の

受験手数料収入で

試験業務経費を償

うことができず赤

字化している現状

を踏まえ、その原

因を分析した上

で、受験者数の予

測を行い、会場費

の削減等試験実施

方法の見直し等に

よる試験事務の更

なる効率化を実施

し、あわせて、広

報強化等により受

験者数の増大を図

ることにより、本

試験事務の収支が

償う状態とする。 

通訳案内士法に

基づき、通訳案内

士試験の実施に関

する事務を行う。

通訳案内士試験の

受験手数料収入で

試験業務経費を償

えるよう、受験者

数の予測を踏まえ

た試験事務の効率

化を実施するとと

もに、広報強化等

による受験者数の

増大に取り組む。

具体的には、筆記

試験の免除対象と

した民間の検定試

験の実施団体等と

の連携やソーシャ

ルメディア等の活

用による広報・周

知の強化を通じて

受験者の増大を図

りつつ、準会場設

置の働きかけを行

い、受験者の増大

及び経費の削減に

取り組むととも

に、機構が実施す

る試験業務の在り

方について検討を

進める。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

国家試験である通

訳案内士試験の事務

を代行するにあたり、

公正性を担保し、確

実・適切に試験事務を

運営しているか。試験

事務代行業務の効率

化、受験者数増加策を

講じること等により、

受験手数料収入で試

験事務の経費が償え

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

「通訳案内士試験ガイ

ドライン」（国土交通省、

平成 29 年 4 月改訂）に

基づき、試験の公正性・

適正性を確保しつつ、試

験事務を円滑に実施し

た。 

 

【試験実施概要】 

（１）実施日程 

・願書・施行要領の配付

及び願書受付期間：平成

28 年 5 月 16 日～7 月 1

日 

・筆記試験：平成 28 年 8

月 21 日 

・筆記試験合格発表：平

成 28 年 11 月 10 日 

・口述試験：平成 28 年

12 月 4 日 

・最終合格発表：平成 29

年 2 月 3 日 

 

（２）試験地 

・筆記試験：札幌市、仙

台市、東京近郊、名古屋

市、大阪近郊、広島市、

福岡市、那覇市、ソウル

市（韓国）、台北市（台湾） 

※準会場は、熊本市、新

潟市 

・口述試験：東京近郊、

大阪近郊、福岡市 

 

（３）試験科目 

・筆記試験：外国語（英

語、中国語、韓国語、フ

ランス語、スペイン語、

ドイツ語、イタリア語、

ポルトガル語、ロシア語、

タイ語の 10 言語）、日本

地理、日本歴史、一般常

識 

・口述試験：実践的なコ

ミュニケーション能力 

 

【試験実施結果概要】 

・出願者数： 12,519 人 

（前年比 1.7％増） 

・受験者数 11,307 人

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｃ 

 

・「通訳案内士試験ガイドラ

イン」（国土交通省、平成 28

年 4 月改訂）に基づき、試

験の公正性・適正性を確保

しつつ、試験事務を円滑に

実施した。 

 

・通訳案内士試験に関する

広報努力等により、出願者

数は過去最多となる 12,519

人（前年比 1.7％増）となっ

た。出願者数の増加に伴い、

受験手数料収入も過去最高

の 147百万円（前年比 2.1％

増）となった。 

 

・情報セキュリティを強化

し、個人情報をはじめとす

る機密情報流出を防ぐ対策

を講じた。 

 

・筆記試験合格者数の増加

（前年比 11.8％増）に伴い、

会場・試験委員・スタッフ

等の手配業務が増えたとこ

ろ、適切に対応した。 

 

・試験事務にかかる経費に

ついては、上記セキュリテ

ィ対策強化及び試験手配費

用の増加に伴い、前年より

16 百万円増え、152 百万円

（前年比 11.8％増）となっ

た。 

 

・本業務における収支につ

いては、収入 147 百万円に

対し、支出が 152 百万円と

なり、支出が収入を 5 百万

円（収入の 3.4％）上回り、

業務収支を償うに至らなか

った。 

 

・収支を償うという目標を

達成できなかったため、自

己評価評定はＣとする。 

 

 

評定  
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（前年比 3.0％増） 

・筆記試験合格者数：

3,106 人（前年比 11.8％

増） 

・合格者数 2,404 人(前

年比 13.4％増) 

合格率21.3％（前年比2.0

ポイント増） 

 

【受験者数増加に向けた

取組】 

2020 年オリンピッ

ク・パラリンピック東京

大会の開催や訪日外国人

旅行者数の増加傾向を背

景に、通訳案内士制度の

認知が高まり、また機構

による広報活動による成

果とあいまって、出願者

数は過去最多となる延べ

12,519 人（前年比 1.7％

増）となった。 

 

新たに中国語及び韓国

語筆記試験免除の対象と

なる検定試験が増え、当

該検定試験事務局との連

携により広報を行った結

果、中国語及び韓国語の

出願者増加につながっ

た。 

 

【情報セキュリティの強

化】 

情報セキュリティを強

化するため、新たなシス

テム導入により、個人情

報をはじめとする機密情

報流出を防ぐ対策を講じ

た。 

 

【試験事務の収支】 

 受験手数料収入は 147

百万円（前年比 1.8％増）

となった一方、試験業務

経費は、情報セキュリテ

ィ対策の強化、及び筆記

試験合格者数増加（2,778

人→3,106 人  前年比

11.8％増）に伴う会場・

試験委員・スタッフ等の

追加手配による費用の増

加等により、152 百万円

（前年比 11.9％増）とな

り、収支は 6 百万円の赤

【課題と対応】 

本業務に関しては、受験

手数料収入により試験業務

経費の収支を償うことが課

題であり、試験事務の品質

を担保しつつ、事務効率化

と受験者数の増加を図る取

組を継続する。 
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字となった。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ 国際会議等の誘致・開催支援業務 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 

独立行政法人国際観光振興機構法 第９条 第７号 

国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す

る法律 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目標期間

最終年度値等) 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

  平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

商
談
件
数 

計画値 

 

年平均 

1,700 件以上 

― ― 

 

― 1,700 件 

以上 

1,700 件 

以上 

1,700 件 

以上 

 予算額（千円）      

実績値 ― 

 

― ― 

 

― 3,471 件 3,401 件 

 

 

 

 決算額（千円）      

達成度 ― ― ― ― 204.2％ 200.1％   経常費用（千円）      

商
談
参
加
者
の
評
価 

計画値 4段階評価で

上位 2 つの

評価を得る

割合が 7 割

(70%)以上 

― ―  ― 7 割以上 7 割以上 7 割以上  経常利益（千円）      

実績値 ― ― ― ― 91.6％ 88.9％   行政サービス実

施コスト（千円） 

     

達成度 ― ― ― ― 

 

 

130.9％ 127.0％   従事人員数      

参
考
：
誘
致
に
成
功
し
た
国
際
会 

議
等
へ
の
外
国
人
参
加
者
予
定
数 

計画値 102,000 人 

(※)中期計画

変更前 

 

― 

 

82,700 人 

(※) 

87,300 人 

(※) 

 

― ― 102,000 人 

(※) 
 

実績値 ― 

 

 

― 

 

92,128 人 103,528 人 

 

― 

 

― 

 

― 

 
 

達成度 ― 

 

 

― 

 

111.4％ 118.6％ ― 

 

― 

 

― 

 
 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

我が国のＭＩＣ

Ｅ (Meeting, 

Incentive Travel, 

Convention, 

Exhibition/ Event

の総称)分野の国際

競争力を強化する

ため、海外において

は各種ＭＩＣＥ関

連団体等との国際

ネットワークの充

実を図るとともに、

世界のＭＩＣＥ市

場の動向及び競合

する都市や団体に

よる誘致活動に関

する情報の収集力

を強化し、今後の市

場トレンドの分析

や課題の整理・解決

に向けた取組を実

施する。また、大

学・産業界等国内主

催者との一層の関

係強化・支援強化に

取り組むとともに、

国内外において新

規案件を発掘する

機能を拡大する。こ

れらを始めとした

各種マーケティン

グ活動の強化を通

じて、従来からのＭ

ＩＣＥ誘致・開催支

援業務を強化する

とともに、地方自治

体、コンベンション

ビューロー等の誘

致主体のマーケテ

ィング戦略の高度

化と戦略に基づく

誘致活動の着実な

実施に向けた支援

を行う。 

これらの取組を

基礎に、ＭＩＣＥの

誘致・開催促進事業

の実施主体として、

また、我が国のナシ

ョナルコンベンシ

ョンビューローと

①国際会議等の誘

致支援業務 

 

我が国のナショ

ナルコンベンショ

ンビューローとし

てのマーケティン

グ機能を強化し、

市場分析、誘致対

象のターゲティン

グ、ポジショニン

グ等を踏まえた誘

致戦略を策定す

る。関係者のニー

ズを的確に反映し

つつ、従来からの

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ

（ Meeting, 

Incentive Travel, 

Convention, 

Exhibition/ Event

の総称）誘致・開

催支援業務を一層

充実するととも

に、都市・コンベ

ンションビューロ

ーの強化のための

コンサルティング

機能の拡充を図る

ことで、我が国の

ＭＩＣＥ誘致主体

のマーケティング

戦略の高度化とそ

の着実な実施に対

する支援を行う。 

また、ＩＣＣＡ

（ International 

Congress and 

Convention 

Association）を始

めとする国際的な

ＭＩＣＥ関連団体

の活動への積極的

な参画等による国

際ネットワークの

充実を図るととも

に、海外における

市場や会議主催者

等の動向及び競合

国・都市等の誘致

活動に関する情報

①国際会議等の誘

致支援業務 

 

我が国のナショ

ナルコンベンショ

ンビューローとし

てのマーケティン

グ機能を強化し、

市場分析、誘致対

象のターゲティン

グ、ポジショニン

グ等を踏まえた誘

致戦略を策定す

る。関係者のニー

ズを的確に反映し

つつ、従来からの

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ

（ Meeting, 

Incentive Travel, 

Convention, 

Exhibition/ Event 

の総称）誘致・開

催支援業務を一層

充実するととも

に、観光庁のグロ

ーバルＭＩＣＥ都 

市及びグローバル

ＭＩＣＥ強化都市

育成事業への支援

を含め、都市・コ

ンベンションビュ

ーローの強化のた

めのコンサルティ

ング機能の拡充を

図ることで、我が

国のＭＩＣＥ誘致

主体のマーケティ

ング戦略の高度化

とその着実な実施

に対する支援を行

う。 

また、ＩＣＣＡ

（ International 

Congress and 

Convention 

Association）を始

めとする国際的な

ＭＩＣＥ関連団体

の活動への積極的

な参画等による国

際ネットワークの

＜主な定量的指標＞ 

海外の国際会議・イ

ンセンティブ旅行主

催者等と、機構、国内

の地方公共団体及び

民間事業者等との商

談件数を１，７００件

以上とする。 

商談参加者に対する

調査において、商談の

評価が、４段階評価で

上位２つの評価を得

る割合が７割以上と

なることを目指す。 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

「2030 年にはアジ

ア No．1 の国際会議

開催国として不動の

地位を築く」ことに向

け、国内外において着

実な取組が行われて

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

【マーケティング機能の

強化】 

以下の取組等を通じ

て、我が国のナショナル

コンベンションビューロ

ーとしてのマーケティン

グ機能を強化し、都市・

コンベンションビューロ

ーの誘致支援業務の充実

化を図った。 

 

・前年度に策定した新た

な日本のMICEブランド

「 Japan. Meetings & 

Events  － New ideas 

start here」の発信・認知

拡大 

 

・グローバル MICE 戦略

都市及びグローバル

MICE 強化都市への支援

（MICE 専門誌による都

市取材等） 

 

・ICCA データベース及

び機構データベースの活

用による新規誘致案件の

掘り起こしの強化 

 

・米国において MICE コ

ンサルティング業務の外

部委託を実施し、MICE

マーケティング活動の専

門性が高いコンサルタン

ト会社のノウハウを活用

し、効率的に北米市場の

MICE 潜在需要の掘り起

しを行った。 

 

【誘致支援業務の充実

化】 

・国内最大級のビジッ

ト・ジャパン・トラベル

マートと連動した MICE

マートの開催・拡充（9

月） 

 

・国内各都市と連携した

国際団体等の海外キーパ

ーソングループ招請、及

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

 

・2030 年にアジア No.1 の

国際会議開催国として不動

の地位を築くという政府目

標の達成に向け、マーケテ

ィング機能の強化、海外に

おけるネットワーク拡大と

MICE 専門見本市等への参

加を通じた情報収集・分析、

国内における有力な会議主

催者との関係強化等の取組

を行った。 

 

・アジア諸国を中心とする

海外競合国・地域との誘致

競争が激しさを増す中、

2016 年の日本における国際

会議開催件数は過去最多の

410 件となり、アジア・オセ

アニア・中近東地域で 4 年

連続１位（中国と同数タ

イ）、世界総合ランキング第

7 位（同左）の堅持に貢献し

た。 

 

・平成 27 年度に策定した

新たな日本の MICE ブラン

ド 「 Japan. Meetings & 

Events －New ideas start 

here」を各事業・各作成物

に反映し、国内外における

ブランドイメージの確立と

認知拡大を図った。 

 

・国内各都市・コンベンシ

ョン推進機関等と連携し

て、海外の主要 MICE 見本

市等に参加したほか、機構

が主催する MICE 商談会等

を通じて、国際会議・イン

センティブ旅行主催者等

と、機構、国内の地方公共

団体及び民間事業者等との

商談の場を提供し、数値目

標の 1,700 件を 2 倍以上、

上回る年間 3,401 件の商談

を実現した。海外側・国内

側双方の商談参加者による

満足度（4 段階評価の上位２

評定  
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して、国際会議及び

インセンティブ旅

行（企業報奨旅行）

等のＭＩＣＥ誘致

についてさらなる

深化を図る。 

なお、これらの各

種取組に当たって

は、成果の最大化の

観点から、支援対象

等の選択と集中の

徹底及び効率的な

実施に留意するこ

ととする。 

の収集・分析を強

化し、国内の誘致

関係者への情報提

供を行う。また、

国内においては有

力な会議主催者等

との関係強化や会

議誘致への啓蒙活

動の充実等により

主催者への動機づ

けを行い、誘致・

開催に向けた意欲

を高める等、大

学・産業界等との

一層の関係強化を

通じた新規案件発

掘機能を拡大す

る。 

あわせて訪日イ

ンセンティブ旅行

（企業報奨旅行）

等の市場分析の強

化を通じ、東南ア

ジア、欧米豪等の

有望市場からの誘

致拡大を図る。 

これらの取組を

基礎に、ＭＩＣＥ

の誘致・開催促進

事業の実施主体と

して、また、我が

国のナショナルコ

ンベンションビュ

ーローとして、国

際会議及びインセ

ンティブ旅行（企

業報奨旅行）等の

ＭＩＣＥ誘致につ

いてさらなる深化

を図る。 

なお、これらの

取組に当たり、支

援対象等の絞りこ

み、効率的な実施

に留意する。 

 

②国際会議の開催

支援業務 

 

誘致が決定した

国際会議の開催を

円滑に進めるた

め、ノウハウ事例

の提供、人材育成、

寄附金募集・交付

充実を図るととも

に、平成２７年度

に策定した新しい

日本のＭＩＣＥブ

ランドについての

認知拡大を図る。

また、海外におけ

る市場や会議主催

者等の動向及び競

合国・都市等の誘

致活動に関する情

報の収集・分析を

強化し、国内の誘

致関係者への情報

提供を行う。さら

に、国内において

はアンバサダープ

ログラムの運営を

通じ有力な会議主

催者等との関係強

化や会議誘致への 

啓蒙活動の充実等

により主催者への

動機づけを行い、

誘致・開催に向け

た意欲を高める

等、大学・産業界

等との一層の関係

強化を通じた新規

案件発掘機能を拡

大する。 

あわせて訪日イ

ンセンティブ旅行

（企業報奨旅行）

等の市場分析の強

化を通じ、東南ア

ジア、欧米豪等の

有望市場からの誘

致拡大を図る。さ

らに日本の開催地

としての魅力向上

に資する観光庁の

ユニークベニュー

への取組を支援す

る。 

これらの取組を

基礎に、ＭＩＣＥ

の誘致・開催促進

事業の実施主体と

して、また、我が

国のナショナルコ

ンベンションビュ

ーローとして、国

際会議及びインセ

ンティブ旅行（企

び個別招請 

 

【海外におけるネットワ

ーク拡大、情報収集・分

析の強化】 

海外のMICE専門見本

市・商談会への参加、国

際的MICE関連団体の活

動への積極的参画を通じ

て、ネットワーク拡大、

情報収集、分析の強化を

図った。 

 

海外MICE見本市等への

参加例： 

・IT&CM（中国）、IBTM

中国、IMEX（ドイツ）、

IMEX アメリカ（米国）、

IBTM（スペイン）、AIME

（オーストラリア）等 

・国際会議協会 ICCA

（ International 

Congress and 

Convention 

Association）アソシエー

ションミーティングプロ

グラム（ノルウェー  6

月）、総会（マレーシア、 

11 月）への参加 

 

【国内誘致関係者への情

報提供強化】 

・MICE アンバサダープ

ログラムを運営し、平成

28 年度中に新たに 18 人

を任命した（合計 47 人）。

同プログラムによる国際

会議誘致支援を行い、平

成 28 年度中に 10 件の国

際会議誘致に成功した。 

 

・国際会議誘致・開催貢

献者の表彰（12 月） 

・国際会議主催者セミナ

ーの開催（沖縄 11 月、

東京 12 月） 

 

上記の取組等の結果、

平成 28 年度中に 26 件の

国際会議の誘致に成功し

た。そのうち、開催規模

が2,000人以上(日本人参

加者含）の大型会議 8 件

の開催が決まった。 

 

段階を得た割合）は、88.9％

と目標の 7 割を大きく上回

り、高い評価を得ている。 

 

・商談等を通じて得られた

情報をもとに、ＭＩＣＥ開

催国としての日本の強み及

びポジショニングを踏まえ

た戦略的な誘致活動を展開

し、年度中に誘致が成功し

た国際会議のうち、開催規

模が 2,000 人以上の大型国

際会議は 8 件となり、重要

な学術・産業関係の国際会

議等の誘致に成功した。 

 

・日本を代表する国際会議

開催地として、観光庁が認

定するグローバル MICE 戦

略・強化都市（7 都市）及び

グローバル MICE 強化都市

（5 都市）に対し、MICE 専

門誌での PR をはじめとす

る認知度向上支援等を行っ

た。 

 

・地域の特性及び収容規模

等を活かした国際会議の誘

致協力にも積極的に取り組

み、年度中に宮崎（2018 年、

1,000 人）、高松（2018 年、

600 人）、奈良（2020 年、500

人）等の国際会議開催が決

定した。 

 

・MICE アンバサダープロ

グラムの運営を通じて、国

内の有力な会議主催者との

関係を強化し、国際会議の

誘致支援を行った。年度中

にMICEアンバサダー18人

を任命し、アンバサダー数

は 47 人となり、アンバサダ

ーによる国際会議の開催が

10 件決定した。 

 

・訪日インセンティブ旅行

の誘致については、ベスト

プラクティスを表彰するジ

ャパン・インセンティブア

ワードを創設し、初回表彰

式を開催したほか、インセ

ンティブ旅行の情報発信を

まとめたインセンティブ旅

行ポータルサイト（4 言語）
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金交付制度の運営

等の事業を実施す

る。 

 

数値目標 

中 期 目 標 期 間

中、海外の国際会

議・インセンティ

ブ旅行主催者等

と、機構、国内の

地方公共団体及び

民間事業者等との

商談件数を年平均

１，７００件以上

とする。 

商談参加者に対

する調査におい

て、商談の評価が、

４段階評価で上位

２つの評価を得る

割合が７割以上と

なることを目指

す。 

業報奨旅行）等の

ＭＩＣＥ誘致につ

いてさらなる深化

を図る。 

 

②国際会議の開催

支援業務 

 

誘致が決定した

国際会議の開催を

円滑に進めるた

め、ノウハウ事例

の提供、人材育成、

寄附金募集・交付

金交付制度の運営

等の事業を実施す

る。  

 

数値目標 

海 外 の 国 際 会

議・インセンティ

ブ旅行主催者等

と、機構、国内の

地方公共団体及び

民間事業者等との

商談件数を１，７

００件以上とす

る。 

商談参加者に対

する調査におい

て、商談の評価が、

４段階評価で上位

２つの評価を得る

割合が７割以上と

なることを目指

す。 

平成 28 年度中に開催

が決定した国際会議の

例： 

大型会議 

・アジア太平洋 ITS フォ

ーラム 2018 年に福岡

で開催予定。 参加者数

3,000 人規模（うち外国

人 1,000 人） 

・国際パーキンソン病学

会 2019 年に京都で開催

予定。 参加者数 4,000 人

規模（うち外国 1,500

人） 

・世界地震工学会議 2020

年に仙台で開催予定。 参

加者数 3,000 人規模（う

ち外国人 1,500 人） 

・国際人工知能会議 2020

年に名古屋で開催予定。 

参加者 2,500 人規模（う

ち外国人 2,000 人） 

・世界核医学会 2022 年

に京都で開催予定。 参加

者数 3,500 人規模（うち

外国人 1,500 人） 

・国際自動制御連盟総会 

2023 年に横浜で開催予

定。 参加者数 3,000 人

規模（うち外国人 1,500

人） 

・国際アクチュアリー会

議 2026 年に東京で開催

予定。 参加者数 1,500

人規模（うち外国人

1,000 人） 

地方開催会議 

・言語リソース評価に関

する会議 2018 年に宮

崎で開催予定。参加者数

1,000 人規模（うち外国

人 800 人） 

・地球大気化学国際共同

研 究 計 画  国際会議 

2018 年に高松で開催予

定。参加者数 600 人規模。

（うち外国人 550 人） 

・国際妊婦高血圧症会議 

2020 年に奈良で開催予

定。500 人規模。（うち外

国人 300 人） 

 

【訪日インセンティブ旅

行の誘致拡大】 

以下の取組等を通じて

を開設するなど、積極的な

誘致活動を展開した。 

 

・アジア諸国を中心とする

海外競合国・地域との誘致

競争が激しさを増す中、

2016 年の日本における国際

会議開催件数は過去最多の

410 件となり、アジア・オセ

アニア・中近東地域で 4 年

連続１位（中国と同列タ

イ）、世界総合ランキング第

7 位（同上）の堅持に貢献し、

日本の学術・産業界に重要

な大型国際会議等の誘致に

成功しているほか、訪日イ

ンセンティブ旅行誘致の強

化、地域の特性・収容規模

を生かした国際会議の誘致

に成功している等の取組に

おいても実績を上げている

質的成果を踏まえ、自己評

価評定は S とする。 

 

【課題と対応】 

 海外の専門家によるノウ

ハウを活用し、マーケティ

ング機能の高度化を図る。 
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訪日インセンティブ旅行

の誘致拡大を図った。 

 

・訪日インセンティブ旅

行のベストプラクティス

を表彰するジャパン・イ

ンセンティブアワードを

創設し、各国から寄せら

れた 21 件の応募の中か

ら 3 件を選定し、表彰し

た。＜新規＞ 

 

・インセンティブ情報ポ

ータルサイト（英語、韓

国語、中国語繁体字、中

国語簡体字の 4 言語対

応）を新設し、事例紹介

や支援サービス等、訪日

インセンティブ旅行に関

する情報発信を強化し

た。 

 

・平成 28 年熊本地震（4

月）によるインセンティ

ブ旅行の落ち込みを食い

止めるため、九州インセ

ンティブキャンペーンを

実施し、中国 5 件、台湾

10 件にサポートプログ

ラムを実施した。＜新規

＞ 

 

（海外におけるインセン

ティブセミナー開催例） 

・台湾インセンティブセ

ミナー（台北、台中、高

雄 8 月） 

・東南アジアインセンテ

ィブセミナー（ジャカル

タ、シンガポール、クア

ラルンプール 6 月～7

月） 

・ソウル・釜山インセン

ティブマート（ソウル、

釜山 9 月） 

・大型インセンティブセ

ミナー（ソウル 12 月） 

・バンコク・インセンテ

ィブセミナー（バンコク 

2 月） 

 

【人材育成】 

以下の取組を通じて

MICE 産業を支える人材

育成を行った。 
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・MICE 市場説明会（9

月、2 月）及び MICE シ

ンポジウム（12 月）の開

催 

 

・MICE セミナー 初級

者対象（5 月、参加者数

55 人）、及び MICE セミ

ナー 中級者対象（2 月、

参加者数 25 人）の開催 

 

【寄附金募集・交付金交

付制度の運営】 

誘致が決定した国際会議

の開催を支援するため、

寄附金募集・交付金交付

制度を運営した。平成 28

年度に寄附金募集の協力

が決まった国際会議は

10 件、交付金を交付した

国際会議は 2 件（交付額

48 百万円）となった。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

【商談件数】 

 国際会議・インセンテ

ィブ旅行主催者等と、機

構、国内の地方公共団体

及び民間事業者等との商

談件数は 3,401 件とな

り、目標の 1,700 件の２

倍以上、上回った。（数値

目標達成率 200.1％） 

 

【商談参加者評価】 

 商談参加者に対する調

査では、４段階評価のう

ち上位 2 つの評価を得た

割合は 88.9％と、目標の

7 割を大幅に上回り、非

常に高い満足度が得られ

た。（数値目標達成率

127.0％） 

 

４．その他参考情報 
 

（※）平成 27 年 3 月に、今期中期目標及び中期計画（対象：平成 25 年度～29 年度の 5 年間）ならびに平成 26 年度計画の変更があり、数値目標が変更となった。 

変更前の中期計画における数値目標は、「中期目標期間中に、機構が誘致に成功した国際会議及びインセンティブ旅行への外国人参加者予定数を年間 10 万 2 千人にする。」であった。 

 



34 

 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１ 組織運営の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 「独立行政法人改

革等に関する基本的

な方針」（平成２５年

１２月２４日閣議決

定）、「観光立国実現に

向けたアクション・プ

ログラム２０１４」

（平成２６年６月１

７日観光立国推進閣

僚会議決定）及び「『日

本再興戦略』改訂２０

１４」（平成２６年６

月２４日閣議決定）を

踏まえ、訪日プロモー

ション事業の実施に

当たり、海外事務所に

おいて市場のニーズ

に即応した迅速な意

思決定を行えるよう、

経営資源と権限の海

外シフトを進める。こ

のため、予算や人員等

の経営資源を海外事

務所に重点的に配分

するとともに、海外事

務所長の判断により、

柔軟な執行ができる

仕組みを構築する。 

あわせて、海外事務

所の組織体制を整備

 「独立行政法人改革

等に関する基本的な

方針」（平成２５年１

２月２４日閣議決

定）、「観光立国実現に

向けたアクション・プ

ログラム２０１４」

（平成２６年６月１

７日観光立国推進閣

僚会議決定）及び「『日

本再興戦略』改訂２０

１４」（平成２６年６

月２４日閣議決定）を

踏まえ、訪日プロモー

ション事業の実施に

当たり、海外事務所に

おいて市場のニーズ

に即応した迅速な意

思決定を行えるよう、

経営資源と権限の海

外シフトを進める。 

このため、予算や人

員等の経営資源を海

外事務所に重点的に

配分するとともに、海

外事務所長の判断に

より、柔軟な執行がで

きる仕組みを構築す

る。 

また、「独立行政法

「独立行政法人改

革等に関する基本的

な方針」（平成２５年

１２月２４日閣議決

定）、「観光立国実現に

向けたアクション・プ

ログラム２０１４」

（平成２６年６月１

７日観光立国推進閣

僚会議決定）及び「『日

本再興戦略』改訂２０ 

１４」（平成２６年６

月２４日閣議決定）を

踏まえ、訪日プロモー

ション事業の実施に

当たり、海外事務所に

おいて市場のニーズ

に即応した迅速な意

思決定を行えるよう、

経営資源と権限の海

外シフトを進める。 

このため、海外事務

所の新設をはじめ予

算や人員等の経営資

源を海外事務所に重

点的に配分するとと

もに、海外事務所長の

判断により、柔軟な執

行ができる仕組みを

構築する。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

訪日プロモーション

事業の実施に当たり、

海外事務所において

市場のニーズに即応

した迅速な意思決定

を行えるよう、予算や

人員等の経営資源の

重点的な配分を進め

ているか。 

 予算の適切な執行

と契約に係る適正性

等を確保するため、本

部事務所及び海外事

務所について、必要な

機能強化を図ってい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

【組織運営の効率化】 

 

・訪日プロモーション事

業の適切な執行を図る

ため、本部及び海外事務

所の体制強化を図った。 

 

・海外事務所について

は、訪日プロモーション

事業のさらなる強化・高

度化を図るため、新たに

海外事務所 6カ所を開設

した。＜新規＞ 

 

・開設した事務所及び開

設日は以下の通り。 

 

（ロシア）モスクワ事務

所 平成 28 年 12 月 16

日開設 

（ベトナム）ハノイ事務

所 平成 29年 2月 27日

開設 

（マレーシア）クアラル

ンプール事務所 平成

29 年 3 月 8 日開設 

（インド）デリー事務所 

平成 29年 3月 30日開設 

（スペイン）マドリード

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

・訪日プロモーション事業の

実施主体としての業務体制を

拡充するため、海外事務所 6

カ所の新設を行い、海外事務

所の体制整備も見据えた新卒

採用及び中途採用を実施し

た。 

 

・訪日プロモーション事業の

予算を海外事務所に配賦し、

海外事務所の権限で企画競争

を実施する等、各市場におい

て現地目線で訪日プロモーシ

ョン事業を企画・実施した。 

 

・本部事務所を平成 29 年 1

月に東京都千代田区有楽町か

ら東京都新宿区四谷へ移転

し、国際交流基金の本部事務

所と共用化を行った。 

 

・移転のタイミングにあわせ、

コーポレート・アイデンティ

ティ構築のため、経営理念を

端的に表すフレーズ「日本の

魅力を、日本のチカラに。」を

タグラインとして制定すると

評定  
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するため、民間からの

出向者、中途採用者及

び現地採用職員の積

極的な活用を図る。 

職員の意欲向上を

図り、組織を活性化さ

せるため、能力と実績

に基づく人事評価を

行い、これに応じた処

遇を行うとともに、能

力の啓発に努める。特

にプロパー職員につ

いては、観光宣伝業務

に関するノウハウを

着実に蓄積し、機構 

の中核として担うべ

き役割を的確に果た

すことができるよう、

その育成に努める。 

海外事務所につい

ては、それに係る成果

指標に基づき毎年度

厳格に評価を行い、国

のインバウンド政策

及び市場の動向も踏

まえつつ、事務所数や

配置の適正性、予算や

人員等の経営資源の

配分等について不断

の見直しを行う。 

人改革等に関する基

本的な方針」（平成２

５年１２月２４日閣

議決定）に基づき、予

算の適切な執行と契

約に係る適正性等を

確保するため、本部事

務所及び海外事務所

について、必要な機能

強化を図る。 

 海外事務所につい

ては、活動内容の実績

や市場の将来性等に

ついて毎年度厳格に

評価を行い、国のイン

バウンド政策及び市

場の動向も踏まえつ

つ、事務所数や配置の

適正性、予算や人員等

の経営資源の配分等

について不断の見直

しを行う。 

 

本部組織について

は、「独立行政法人改

革等に関する基本的

な方針」（平成２５年

１２月２４日閣議決

定）に基づき、予算の

適切な執行と契約に

係る適正性等を確保

するため、本部事務所

及び海外事務所につ

いて、必要な機能強化

を図る。 

海外事務所につい

ては、活動内容の実績

や市場の将来性等に

ついて毎年度厳格に

評価を行い、国のイン

バウンド政策及び市

場の動向も踏まえつ

つ、予算や人員等の経

営資源の配分等につ

いて不断の見直しを

行う。 

事務所 平成 29 年 3 月

30 日開設 

（イタリア）ローマ事務

所 平成 29年 3月 30日

開設 

 

・海外事務所における訪

日プロモーション事業

の調達（契約責任者は海

外事務所長）を実施し

た。 

 

・本部組織については、

新たな部の立ち上げを

含む本部組織再編（平成

29 年 4 月施行）を決定

し、関連規程類の改正及

び人員配置等を含む準

備を行った。 

 

・本部事務所を平成 29

年 1月に東京都千代田区

有楽町から、東京都新宿

区四谷へ移転し、国際交

流基金の本部事務所と

共用化を開始した。 

 

・平成 28 年度末の常勤

職員数は、国内 76 人、

海外 50 人（平成 27 年度

末は国内 67 人、海外 39

人）となった。 

 

・平成 27 年に策定した

新たな経営理念及び行

動指針推進の組織内浸

透を図るため、本部職員

及び一部海外現地職員

を対象とした経営理念

研修を行った。 

 

・コーポレート・アイデ

ンティティ構築のため、

経営理念を端的に表す

フレーズ「日本の魅力

を、日本のチカラに。」

をタグラインとして制

定するとともに、新たな

組織ロゴを制定し、本部

事務所の移転にあわせ

平成 29 年 1 月から使用

を開始した。 

  

・海外事務所評価を実施

し、各海外事務所のパフ

ォーマンスを定量的・定

性的に把握し、予算や人

ともに、新たな組織ロゴを制

定し、使用を開始した。 

 

・新たな部の立ち上げを含む

本部組織再編（平成 29 年 4

月施行）を決定し、関連規程

類の改正及び人員配置等を含

む準備を行った。 

 

・訪日プロモーション事業の

実施主体となってから２年目

を終え、事業執行管理のため

の人員体制の強化、海外 6 事

務所の開設、本部組織の再編

準備等、訪日プロモーション

事業の拡充・高度化及び円滑

な組織運営のための確実な機

能強化を図っていることか

ら、自己評価評定はＡとする。 

 

【課題と対応】 

訪日プロモーション事業の

拡充・高度化を図るため、予

算や人員等の経営資源の配分

を含めた円滑な組織運営につ

いて不断の見直しを行い、必

要な機能強化を図る。 
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員等の経営資源の配分

を行うとともに、海外事

務所の業務運営につい

て適切に管理した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―２ 業務運営の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

効率化対象経費の効率

化 

毎 年 度 平 均 で

1.25％以上 

－ 1.88％ 4.06％ 9.87％ 7.22％   

         

         

          

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ①効率化目標の設定

等 

 

運営費交付金を充

当して行う業務につ

いては、今中期目標期

間中、一般管理費（人

件費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）及び業務経

費（公租公課等の所要

額計上を必要とする

経費及び特殊要因に

より増減する経費を

除く。）の合計につい

て、毎年度平均で前年 

度比１．２５％以上の

効率化を行うものと

する（ただし、新規に

追加される業務、拡充

業務は対象外）。 

給与水準について

は、国家公務員の給与

水準も十分考慮し、手

当を含め役職員給与

の在り方について検

証した上で、その適正

化に取り組むととも

①効率化目標の設定

等 

 

一般競争入札等の

活用、業務執行方法の

改善等を通じて、一般

管理費の更なる削減

と業務運営の効率化

に努める。 

運営費交付金を充

当して行う業務につ

いては、今中期目標期

間中、一般管理費（人

件費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）及び業務経

費（公租公課等の所要

額計上を必要とする

経費及び特殊要因に

より増減する経費を

除く。）の合計につい

て、毎年度平均で前年 

度比１．２５％以上の

効率化を行う（ただ

し、新規に追加される

業務、拡充業務は対象

外）。 

②調達等合理化の取

①効率化目標の設定

等 

 

一般競争入札等の活

用、業務執行方法の改

善等を通じて、一般管

理費の更なる削減と

業務運営の効率化に

努める。 

運営費交付金を充

当して行う業務につ

いては、今中期目標期

間中、一般管理費（人

件費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）及び業務経

費（公租公課等の所要

額計上を必要とする

経費及び特殊要因に

より増減する経費を

除く。）の合計につい

て、毎年度平均で前年

度比１．２５％以上の

効率化を行う（ただ

し、新規に追加される

業務、拡充業務は対象

外）。 

②調達等合理化の取

＜主な定量的指標＞ 

 なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

運営費交付金を充当

して行う業務について

は、一般管理費及び業

務経費のうち効率化対

象の合計について、毎

年度平均で前年度比

1.25％以上の効率化を

行っているか。 

 公正性・透明性を確

保しつつ、自律的かつ

継続的に調達等の合理

化に取り組み、業務運

営の効率化を図ってい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

① 効率化目標の設定等 

訪日プロモーション事

業等について、一般競争

入札等の活用、業務執行

方法の改善等を通じて、

一般管理費（※1）及び

業務経費（※2）の合計

は、平成 24 年度に対し

て 28.88％の減となり、

中期計画で定める毎年

度平均の効率化比率は、

7.22％の減となった。 

 

（※1）人件費、公租公

課等の所要額計上を必

要とする経費及び特殊

要因により増減する経

費を除く。 

（※2）公租公課等の所

要額計上を必要とする

経費及び特殊要因によ

り増減する経費を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

効率化対象経費について

は、一般競争入札の活用、

調達等合理化の取組等を通

じて、中期計画で定める毎

年度平均の効率化比率は、

7.22％の減となり、目標で

ある 1.25％を上回る効率化

を行った。 

 

調達等合理化の取組にあ

たっては、「独立行政法人に

おける調達等合理化の取組

の推進について」（平成 27 

年 5 月 25 日総務大臣決

定）を踏まえ、新たに平成

28 年度調達等合理化計画を

策定し、計画に基づいた取

組を行った。 

 

平成 28年度調達等合理化

計画を踏まえた取組内容及

び効果を検証した結果、公

正性・透明性を確保しつつ

調達の合理化に寄与するも

のとなったことから、その

目的を達成したと認められ

た。 

評定  
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に、その検証結果や取

組状況を公表するも

のとする。 

また、総人件費につ

いては、政府における

総人件費削減の取り

組みを踏まえ、 

厳しく見直すもの

とする。 

 

②調達等合理化の取

組 

 

「独立行政法人に

おける調達等合理化

の取組の推進につい

て」（平成 27 年 5 月 

25 日総務大臣決定）

に基づく取組を着実

に実施し、公正性・透

明性を確保しつつ、自

律的かつ継続的に調

達等の合理化に取り

組む。 

組 

 

「独立行政法人に

おける調達等合理化

の取組の推進につい

て」（平成 27 年 5 月 

25 日総務大臣決定）

に基づく取組を着実

に実施し、公正性・透

明性を確保しつつ、自

律的かつ継続的に調

達等の合理化に取り

組む。 

組 

 

「独立行政法人に

おける調達等合理化

の取組の推進につい

て」（平成 27 年 5 月 

25 日総務大臣決定）

を踏まえ、公正性・透

明性を確保しつつ、自

律的かつ継続的に調

達等の合理化に取り

組むため、毎年度、「調

達等合理化計画」を策 

定したうえで、実施及

び評価を行い、次年度

の調達等合理化計画

への反映を行う。な

お、計画の策定及び自

己評価にあたっては、

契約監視委員会によ

る点検を受けるもの

とする。 

②調達等合理化の取組 

 

「平成 28年度調達等合

理化計画」について、外

部有識者及び監事から

構成される契約監視委

員会の点検を受けて策

定し、ホームページで公

表した（平成 28年 6月）。 

 

【調達等合理化計画に

おける重点的な取組分

野と取組結果】 

 

・企画競争の要件審査チ

ェックリストの導入 

 要件審査のチェック

リストを導入したこと

で要件審査の充実・迅速

化が図られた（チェック

リストにより要件審査

を実施した件数 54 件）。 

 

・企画競争の一者応募の

見直し 

 企画競争 169 件中、約

1/4 の 43 件が一者応募

（前年は 118件中、約 1/3

の 39 件が一者応募）。企

画競争説明書を受け取

りながら、応募しなかっ

た者にアンケート調査

を実施したところ、応募

しなかった理由の約 7割

が自社都合及び自社で

は履行困難等、主に事業

者側の理由によるもの

であった。他方、企画提

案書の提出期限に余裕

がなかったとの意見も

あった（前年の 26％から

14％に減少）ことから、

機構における審査の迅

速化に取り組むことと

した。 

   

・障害者就労施設等への

優先調達 

 障害者就労施設等か

らの調達は、12 件 1,120

千円（前年 5 件、83 千円）

となった。 

 

【調達に関するガバナ

ンスの徹底】 

 

・競争性のない随意契約

 

調達等合理化計画の取組

に関する上記自己評価につ

いては、平成 29 年 6 月に契

約等監視委員会による点検

を受け、認められた。 

 

以上のことから、業務運

営の効率化にあたり、目標

の水準を満たしており、自

己評価評定はＢとする。 

 

【課題と対応】 

引き続き効率化対象経費

の効率化目標の達成に取り

組む。 
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を新たに締結した 45 件

について、会計規程にお

ける「随意契約によるこ

とができる事由」との整

合性について、監査室に

よる独立した立場から

の点検を実施した。 

 

・訪日プロモーション事

業の一層の複雑化、専門

化する調達業務に対応

するため、バンコク及び

シンガポール事務所及

び海外へ赴任する職員

を対象とした研修を実

施した。 

 

 平成 28 年度調達等合

理化計画に関する上記

取組内容及び効果につ

いて、契約監視委員会

（平成 29 年 6 月）によ

る点検を受け、認められ

た。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３ 関係機関との連携強化 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 オールジャパンに

よる訪日プロモーシ

ョンを実施するた

め、在外公館をはじ

めとする関係省庁・

政府関係法人、イン

バウンドへの取組を

強化する地方公共団

体、日本ブランドを

海外展開する経済界

との連携を強化する

ことにより、プロモ

ーションの高度化を

支える効率的・効果

的な体制を構築す

る。 

オールジャパンに

よる訪日プロモーシ

ョンを実施するた

め、在外公館を始め

とする関係省庁・政

府関係法人、インバ

ウンドへの取組を強

化する地方公共団

体、日本ブランドを

海外展開する経済界

との連携を強化する

ことにより、プロモ

ーションの高度化を

支える効率的・効果

的な体制を構築す

る。 

 

オールジャパンに

よる訪日プロモーシ

ョンを実施するた

め、在外公館を始め

とする関係省庁・政

府関係法人、インバ

ウンドへの取組を強

化する地方公共団

体、日本ブランドを

海外展開する経済界

との連携を強化する

ことにより、プロモ

ーションの高度化を

支える効率的・効果

的な体制を構築す

る。 

「独立行政法人改

革等に関する基本的

な方針」を踏まえ、

国際協力機構、国際

交流基金及び日本貿

易振興機構の海外事

務所と、事業の連携

強化等を図るため、

海外事務所の共用化

又は近接化を進め

る。また、本部事務

所については、 

国際交流基金との事

業の連携強化等を図

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

 在外公館を始めと

する関係省庁・政府関

係法人、地方公共団

体、経済界との連携を

強化しているか。 

 国際協力機構、国際

交流基金及び日本貿

易振興機構の海外事

務所と、海外事務所の

共用化又は近接化を

実現しているか。本部

事務所については、工

程表に基づき、国際交

流基金との共用化に

向けた準備を適切に

行っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

以下の取組を通じて

在外公館を始めとする

関係省庁・政府関係法

人、地方公共団体、経

済界との連携を強化す

ることにより、プロモ

ーションの高度化を支

える効率的・効果的な

体制の構築を図った。 

 

【在外公館等との連

携】 

在外公館、関係省庁、

海外現地の関係機関、

自治体、経済団体、海

外進出企業等が、海外

においてオールジャパ

ン体制で連携し、外国

人観光客の誘致を図る

在外公館等連携事業を

22 件実施した。 

 

在外公館等連携事業の

例： 

・日本ポップカルチャ

ーフェスティバル出展

（モンゴル・ウランバ

ートル、8 月） 

在モンゴル日本国大

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

・在外公館・他国政府観光

局・民間事業者等との連携

事業を積極的に推進し、民

間の持つブランド力やノ

ウハウ・ネットワークを活

用した費用対効果の高い

共同プロモーションや PR

事業を実施し、日本ブラン

ドの確立と訪日旅行の PR

に貢献した。 

 

・在外公館等との連携事業

を 22 件実施したほか、官

民連携事業については、事

業アイディアを公募して、

45 件の応募の中から、6 件

のアイディアを事業化し、

実施した。 

 

・フランス観光開発機構、

英国政府観光庁等、他国政

府観光局との情報交換を

継続したほか、安倍内閣総

理大臣ご臨席のもと、オー

ストラリア・シドニーで開

催された日豪観光セミナ

ー（平成 29 年 1 月）にお

評定  
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るべく、本部事務所

を共用化することを

目標とし、工程表に

基づいて適切な準備

を行う。 

使館等と連携 

・日本祭り参加、現地

旅行会社招請（ブラジ

ル・サンパウロ及び日

本各地、7 月） 

在ブラジル日本国大

使館等と連携 

・国際観光展出展（イ

スラエル・テルアビブ、

2 月） 

在イスラエル日本国

大使館等と連携 

 

【官民連携】 

 民間企業や団体等が

有する海外ネットワー

ク、ブランド力、ノウ

ハウ等を活用する事業

アイディアを公募し、

45 件の応募の中から、6

件のアイディアを官民

連携事業として事業化

し、実施した。 

 

官民連携事業の例： 

・日本各地のアクティ

ビティ等の情報発信を

通じた訪日旅行促進事

業 

 対象：全市場 

実施時期：12 月～3

月、アウトドアジャパ

ン等と連携 

 

【他国政府観光局との

連携】 

・オーストラリア政府

観光局との協力覚書締

結 ＜新規＞ 

 安倍内閣総理大臣ご

臨席のもと、オースト

ラリア・シドニーで開

催された日豪観光セミ

ナー（平成 29 年 1 月）

において、オーストラ

リア政府観光局と日豪

双方向の旅行需要拡大

を目的とした協力覚書

を締結した。 

 

・英国政府観光庁やフ

ランス観光開発機構と

も、それぞれ相互協力

を目的とした覚書（英

いて、オーストラリア政府

観光局と日豪双方向の旅

行需要拡大を目的とした

協力覚書を締結した。 

 

・国内においては、迎賓館

赤坂離宮本館を会場とし

た訪日旅行ビジネス交流

会（11 月）を開催し、訪

日ビジネス拡大に向けた

情報交換と交流を図った。

迎賓館で一般客が参加す

るイベント開催は初めて

であり、ユニークベニュー

（歴史的建造物や文化施

設など特別感を演出でき

る会場）活用のリーディン

グケースとなった。 

 

・関係省庁、地方公共団体、

観光関連団体等の主催す

る会議、セミナー等に役職

員を講師として積極的に

派遣し、講師派遣件数は

108 件となったほか、省

庁・自治体・民間企業が主

催する観光関係の委員会

等に役職員が委員等とし

て就任し、協力・アドバイ

ス等を行った。 

 

・「独立行政法人改革等に

関する基本的な方針｣（平

成 25 年 12 月 24 日閣議決

定）を踏まえ、各海外事務

所において、国際協力機

構、国際交流基金、日本貿

易振興機構の海外事務所

と相互連携を行った。 

 

・新たに開設したハノイ事

務所、クアラルンプール事

務所、モスクワ事務所、マ

ドリード事務所について

は、上記関係機関との共用

化・近接化を行った。 

 

・国際交流基金と機構の本

部事務所共用化に関し、平

成 26 年 8 月に作成した工

程表に基づき、平成 28 年

度中の共用化を達成（平成

29 年 1 月）したほか、国

際交流基金と事業連携協
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国政府観光庁と平成 26

年 9 月締結）、日仏間観

光協力に関する声明

（フランス観光開発機

構、観光庁と平成 25 年

6 月締結）に基づき、協

議会やセミナー等の場

を通じて、政府観光局

としての経験やノウハ

ウ共有を実施した。 

 

【訪日旅行ビジネス交

流会の開催】＜新規＞ 

 2020 年に訪日外国人

旅行者 4000 万人等と

いう新たな目標に向け

て、海外のメディア・

旅行会社や国内関係者

ら 200 人以上が参加す

るビジネス交流会を迎

賓館赤坂離宮本館で開

催した（11 月）。迎賓館

本館で一般客が参加す

るイベント開催は初め

ての試みであり、観光

資源活用のリーディン

グケースとなった。 

 

【関係省庁、地方公共

団体、観光関連団体等

への講演協力】 

 関係省庁、地方公共

団体、観光関連団体等

の主催する会議、セミ

ナー等に役職員を講師

として派遣することを

通じて、日本国内の関

係者との連携を図っ

た。積極的に講師派遣

に取り組んだ結果、講

師派遣件数は 108 件と

なった。 

 

【国際協力機構、国際

交流基金、日本貿易振

興機構の海外事務所と

の連携強化および施設

の共用化】 

・「独立行政法人改革等

に関する基本的な方

針｣（平成 25 年 12 月

24 日閣議決定）を踏ま

え、新たに開設したハ

ノイ事務所、クアラル

定を締結し、各種事業連携

を一層促進した。連携事例

として、共同企画「日本語

スタディ・ツアー」が実現

し、平成 29 年 3 月までに

9カ国から約 500人の日本

語を学ぶ中高生及び教師

が来日し、日本各地で交流

事業を行うなど、高い連携

効果が得られた。 

 

・以上のことから、関係機

関との連携強化について、

目標を上回る取組状況に

あり、期待以上の成果が上

がっていると認められる

ことから、自己評価評定は

Ａとする。 

 

【課題と対応】 

 オールジャパン体制で

インバウンドを促進する

ため、連携強化・深化に取

り組む。 
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ンプール事務所、モス

クワ事務所が日本貿易

振興機構等と共用化を

行った。 

 

・本部事務所について、

平成 29年 1月に国際交

流基金が入居するビル

へ移転し、共用化を開

始した。共用化に先立

ち、国際交流基金と相

互連携に関する協定を

締結（5 月）し、事業連

携を強化した。 

 連携事例として、共

同企画「日本語スタデ

ィ・ツアー」が実現し、

平成 29 年 3 月までに 9

カ国から約 500 人の日

本語を学ぶ中高生及び

教師が来日し、日本各

地で交流事業を行っ

た。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―４ 内部統制の充実 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 内部統制について

は、内部規程の整備、

業務運営方針や組

織・業務目標の明確

化を行い、役職員に

よる共有を図るとと

もに、定期的に業務

実績や課題を整理

し、外部有識者の意

見も踏まえ、改善を

行う。 

法令等について、

職員等に対する周知

を行い、機構全体の

職員のコンプライア

ンスの更なる徹底を

図る。特に、訪日旅

行商品の造成・販売

支援等の事業の実施

に当たっては、広く

機会の平等を担保す

るとともに、特定の

企業への利益誘導に

ならないよう留意す

る。また、内部監査

を行い、監査結果に

基づくフォローアッ

プを適切に行う。 

「国民を守る情報

セキュリティ戦略」

 内部統制について

は、内部規程の整備、

業務運営方針や組

織・業務目標の明確

化を行い、役職員に

よる共有を図るとと

もに、定期的に業務

実績や課題を整理

し、外部有識者の意

見も踏まえ、改善を

行う。 

法令等について、

職員等に対する周知

を行い、機構全体の

職員のコンプライア

ンスの更なる徹底を

図る。特に、訪日旅

行商品の造成・販売

支援等の事業の実施

に当たっては、広く

機会の平等を担保す

るとともに、特定の

企業への利益誘導に

ならないよう留意す

る。また、内部監査

を行い、監査結果に

基づくフォローアッ

プを適切に行う。 

「国民を守る情報

セキュリティ戦略」

内部統制について

は、内部規程の整備、

業務運営方針や組

織・業務目標の明確

化を行い、役職員に

よる共有を図るとと

もに、定期的に業務

実績や課題を整理

し、改善を行う。ま

た、外部有識者の意

見を組織運営の改善

に適切に反映させる

ための機会を設け

る。 

法令等について、

職員等に対する周知

を行い、機構全体の

職員のコンプライア

ンスの更なる徹底を

図る。特に、訪日旅

行商品の造成・販売

支援等の事業の実施

に当たっては、広く

機会の平等を担保す

るとともに、特定の

企業への利益誘導に

ならないよう留意す

る。また、内部監査

を行い、監査結果に

基づくフォローアッ

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

 法令に対応した内

部規程の整備や業務

運営方針の明確化を

行い、役職員への周知

及びコンプライアン

スの徹底を図ってい

るか。 

 情報セキュリティ

対策を着実に推進し

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

内部統制関する以下

の取組を実施した。 

 

【内部規程等の整備・

周知、研修】 

・規程等については、

制定・改正の都度、全

役職員（海外事務所を

含む）にメールで周知

しているほか、海外事

務所を含む役職員全員

が常に閲覧・参照が可

能な環境を整備してい

る。 

 

・コンプライアンスの

遵守については、就業

規則に明確に規定する

とともに、内部統制の

推進に関する規程にコ

ンプライアンス違反事

案発生時の報告と対応

について規定したほ

か、本部及び海外事務

所の職員を対象とした

オンラインのコンプラ

イアンス研修を実施し

た。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

・規程等については、制

定・改正の都度、全役職員

（海外事務所を含む）にメ

ールで周知しているほか、

海外事務所を含む役職員

全員が常に閲覧・参照が可

能な環境を整備している。 

 

 本部及び海外事務所の

職員を対象としたオンラ

インコンプライアンス研

修を実施し、コンプライア

ンスに対する意識の徹底

を図った。 

 

・年度計画を踏まえた各部

の業務運営方針を策定す

るとともに、四半期ごとに

年度計画の実施状況を共

有し、必要な改善に取り組

んだ。 

 

・監事監査及び内部監査を

実施し、指摘事項を踏まえ

業務の改善に取り組んだ。

監査室が監事監査を補佐

するとともに、独立した立

評定  
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等の政府方針を踏ま

え、適切な情報セキ

ュリティ対策を推進

する。 

等の政府方針を踏ま

え、適切な情報セキ

ュリティ対策を推進

する。 

プを適切に行う。 

「国民を守る情報

セキュリティ戦略」

等の政府方針を踏ま

え、適切な情報セキ

ュリティ対策を推進

する。 

【内部統制委員会の開

催】 

・業務方法書及び内部

統制の推進に関する規

程に基づき、内部統制

委員会（平成 29年 3月）

を開催し、各部門のリ

スクの認知と分析結果

について審議し、リス

クの評価と低減に向け

た必要な取組を検証し

た。 

 

【経営理念、業務運営

方針等の明確化】 

 平成 27 年度に策定し

た新たな経営理念及び

行動指針に基づき、新た

な組織ロゴ及びタグラ

インを決定し、平成 29

年 1月より使用を開始し

た。また、経営理念推進

プロジェクトチームが

中心となり、経営理念の

英語化、研修の実施等に

より、経営理念及び行動

指針の組織内への浸透

を図った。 

 

 年度計画を踏まえ、

各部が果たすべき役割

を定めた業務運営方針

を策定し、役職員に周

知し、明確化を図った。

また、年度計画の達成

状況を四半期ごとに集

約し、理事会へ報告す

ることにより、達成阻

害要因等のリスクを分

析し、必要な対策を講

じることで業務の改善

を図った。 

 

【外部有識者会議の開

催】 

 外部有識者により構

成される第 2 回経営ア

ドバイザリー委員会

（平成 29 年 3 月）を開

催した。内部統制を含

む、組織運営に関する

専門的・実務的なアド

バイスを受け、その内

容を業務に反映してい

くこととした。 

場から内部監査を実施し

た。 

 

・内部統制委員会を開催

し、各部門のリスクの認知

と分析結果について審議

し、リスクの評価と低減に

向けた取組を検証した。 

 

・第 2 回目の外部有識者会

議を開催し、内部統制を含

む、組織運営に関する専門

的・実務的なアドバイスを

受け、その内容を業務に反

映することとした。 

 

・情報セキュリティに関

し、研修や情報システム部

門からの周知メール等を

通じて役職員への注意喚

起を促したほか、ネットワ

ーク等における情報セキ

ュリティ対策を実施した。 

 

・以上のことから、内部統

制の充実に関して着実な

取組を行っており、目標水

準を十分満たしていると

みられることから、自己評

価評定はＢとする。 

 

 

【課題と対応】 

引き続き内部統制の徹底

を図る。 
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【訪日旅行商品の造

成・販売支援等の事業

実施に当たっての留

意】 

 訪日旅行商品の造

成・販売支援等の事業

の実施に当たっては、

訪日旅行促進事業実施

要領（平成 27 年 4 月制

定）に基づき、広く機

会の平等を担保すると

ともに、特定の企業へ

の利益誘導にならない

よう留意した。 

 

【監事監査】 

 監査室の専従職員が

監査補助者として監査

に加わり、以下の監事

監査業務をサポートし

た。 

・決算監査 

・業務監査 

・海外事務所現地監査

（ソウル、シンガポー

ル、ロンドン、フラン

クフルト、パリの 5 事

務所） 

・保有個人情報の管理

に関する監査 

 

【内部監査】 

 監査室の専従職員が

独立した立場で以下の

監査を実施し、監査結

果に基づくフォローア

ップを行った。 

・本部監査 

・海外事務所現地監査

（ジャカルタ、バンコ

ク、ニューヨーク、ロ

サンゼルス、トロント

の 5 事務所） 

 

 上記両監査における

指摘事項を踏まえ、業

務改善に取り組んだ。 

 

【情報セキュリティ対

策の推進】 

 「国民を守る情報セ

キュリティ戦略」（平成

22 年 5 月 11 日情報セ
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キュリティ政策会議決

定）等の政府方針を踏

まえ、研修や情報シス

テム部門からの周知メ

ール等を通じて情報セ

キュリティ面の各種注

意喚起を行ったほか、

ＰＣやネットワーク稼

働状況を常時監視する

等、情報セキュリティ

対策を実施した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―５ 戦略的な情報発信 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 国民への説明責任

の徹底及び各事業の

必要性・効率性等の

評価に資する観点か

ら、マーケティング

情報や事業・活動の

成果物等の公表の充

実を図るとともに、

保有資料・データの

公開やホームページ

の内容の充実を図る

こと等により、情報

発信を積極的に推進

する。 

機構の取組や業務

成果を幅広く発信

し、各事業の必要

性・効率性等の評価

に資するため、市場

別プロモーション方

針・事業計画概要、

事業・活動の成果物

等の公表の充実を図

るとともに、統計・

マーケティングデー

タ等保有資料・デ 

ータの公開やウェブ

サイトの内容の充実

を図ること等によ

り、情報公開・発信

を積極的に推進す

る。 

 機構の取組や業務

成果を幅広く発信

し、各事業の必要

性・効率性等の評価

に資するため、市場

別プロモーション方

針・事業計画概要、

事業・活動の成果物

等の公表の充実を図

るとともに、統計・

マーケティングデー

タ等保有資料・デ 

ータの公開やウェブ

サイトの内容の充実

を図ること等によ

り、情報公開・発信

を積極的に推進す

る。 

＜主な定量的指標＞ 

 なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

機構の取組や業務成

果を幅広く発信し、統

計・マーケティングデ

ータ等保有資料・デー

タの公開やウェブサ

イトの内容の充実を

図ること等により、情

報公開・発信を積極的

に推進しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

 情報公開・発信の積

極的な推進のため、以

下の取組を行った。 

 

【機構の取組、業務成

果の公開（ウェブサイ

ト）】 

・市場別プロモーショ

ン方針 

・事業計画概要 

・業務実績報告書 

 

【統計・マーケティン

グ情報等保有資料・デ

ータの公開】（再掲） 

（ウェブサイト） 

・月別訪日外国人旅行

者数等の統計発表（毎

月） 

・市場別動向及び注目

トピックス（毎月） 

・「訪日旅行データハン

ドブック 2016（世界 20

市場）」 

（出版物） 

・「日本の国際観光統計 

2015 年」発行（平成 28

年 9 月） 

・「訪日旅行誘致ハンド

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

・ウェブサイトにおける統

計、マーケティングデータ

を活用したトピックス等

の随時の更新と新規情

報・資料の掲載に努めた結

果、機構の日本語ウェブサ

イトのアクセス数は 2,402

万ページビュー（前年比

7.5％増）となり、情報発

信の強化が図られた。 

 

・国内広報の取組を強化

し、年間 75 件（前年実績

71 件）の報道発表を行っ

たほか、積極的に取材等に

対応した結果、機構関連記

事・番組が年間2,961件（前

年比 6.7％減）掲載・報道

され、機構のプレゼンス向

上につながった。 

 

・以上により、戦略的な情

報発信において、着実な取

組が行われていることか

ら、自己評価評定はＢとす

る。 

 

評定  
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ブック 2017（欧米豪 9

市場編） 」 

・「訪日旅行データハン

ドブック 2016（世界 20

市場）」 

・「2015 年国際会議統

計 」 

 

【ウェブサイトの充

実】 

 ウェブサイト内の

「新着情報」、「報道発

表」、「旅行博・セミナ

ー」、「JNTO の活動報

告」、「事業パートナー

からのニュース」、統計

発表等を随時更新し、

新規情報・資料を掲載

した結果、日本語ウェ

ブサイトのアクセス数

は 2,402 万ページビュ

ーとなり、前年比で

7.5％増加した。 

 

【国内広報の取組】 

 機構の業務に対する

国民の認識・理解を高

めるため、国内広報に

重点的に取り組み、報

道資料の発表に加え、

テレビ・一般紙・旅行

業界紙誌のインタビュ

ーへの対応、最新のマ

ーケット動向や機構の

活動状況について役職

員の寄稿等を行った。 

 

報道発表件数： 

75 件 （前年度 71 件、

前年比 5.6％増） 

成果記事掲載数： 

2,961 件（前年度 3,174

件、前年比 6.7％減） 

 

 

 

【課題と対応】 

 訪日プロモーション事

業の実施を通じて得られ

るノウハウ、成果、マーケ

ティング情報等を引き続

き積極的に公表する。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 自己収入の確保 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 事業パートナーに

対する質の高いサー

ビスの提供や連携の

拡大、新たな事業パ

ートナーの開拓等に

より、自己収入の拡

大に向けた取組を行

う。 

毎年の運営費交付

金額の算定について

は、運営費交付金債

務残高の発生状況に

も留意した上で、厳

格に行う。 

 海外事務所を活用

した市場動向の情報

提供、個別相談会の

開催等事業パートナ

ー等を対象とする事

業等の強化・拡大や

ビジット・ジャパン

事業の実施に当たっ

ての支援、国際会議

の誘致・開催の支援

等を通じて、事業パ

ートナーとの連携を

強化し、顧客満足度

を高めることによ

り、地方自治体､民間

事業者等からの賛助

金・会費等の維持・

増加に努めるととも

に、賛助団体・会員

等の増加による収入

の増加を図る。また、

機構のノウハウを活

かした受託業務等に

も積極的に取り組

み、収入増を図る。 

海外事務所を活用

した市場動向の情報

提供、インバウンド

旅行振興フォーラム

の開催等事業パート

ナー等を対象とする

事業等の強化・拡大

やビジット・ジャパ

ン事業の実施に当た

っての支援、国際会

議の開催・誘致の支

援等を通じて、事業

パートナーとの連携

を強化し、顧客満足

度を高めることによ

り、地方自治 

体､民間事業者等か

らの賛助金・会費等

の維持・増加に努め

るとともに、賛助団

体・会員等の増加に

よる収入の増加を図

る。また、機構のノ

ウハウを活かした受

託業務等にも積極的

に取り組み、収入増

を図る。 

＜主な定量的指標＞ 

 なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

事業パートナーとの

連携を強化し、顧客満

足度を高めることに

より、地方自治体､民

間事業者等からの賛

助金・会費等の維持・

増加に努め、賛助団

体・会員等の増加によ

る収入の増加を図っ

ているか。 

 機構のノウハウを

活かした受託業務等

にも積極的に取り組

み、収入増を図ってい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

以下の取組等を通じ

て、自己収入拡大に努

めた。 

 

【賛助団体・会員への

取組】 

・本部・海外事務所を

挙げて勧誘活動を行っ

た結果、賛助団体とし

て 19 団体、会員として

59 団体が新たに加入し

た。 

 

・他方、財政事情等の

理由により、賛助団体 6

団体、会員 18 団体が退

会した。 

 

・この結果、賛助団体

243 団体、会員 308 団

体となり、前年度末に

比べて賛助団体数は 13

団体、会員数は 41 団体

増加した。賛助団体と

会員の合計では、551

団体となり、過去最多

となった。 

 

賛助団体数  

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

・事業パートナーの顧客満

足度を高め、各地の地方公

共団体、観光業界以外の業

種も含め、広く賛助団体・

会員拡大による自己収入

の確保を進め、賛助団体・

会員数は過去最多の 551

団体（前年比 10.9％増）と

なり、賛助金・会費収入の

拡大（前年比 8.0％増）に

つながった。 

 

・その他の収益事業とし

て、機構のウェブサイトを

活用したウェブマガジン

記事広告事業により、地方

の観光魅力、民間企業の外

国人観光客向けサービス

や商品等を特集した情報

発信を行い、78 百万円（前

年比 20.0％増）の収入をあ

げた。 

 

・また、機構のノウハウを

活かした受託事業として、

海外での観光セミナーの

開催支援、旅行会社・メデ

評定  
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平成27年度末230団体   

平成28年度末243団体

（前年比 5.7％増） 

会員数      

平成27年度末267団体   

平成28年度末308団体

（前年比 15.4％増） 

合計       

平成27年度末497団体   

平成28年度末551団体

（前年比 10.9％増） 

 

・平成 28 年度の賛助

金・会費収入は、306

百万円（前年比 23 百万

円増、同 8.0％増）とな

った。 

 

・賛助団体・会員を主

な対象として、インバ

ウンド旅行振興フォー

ラムを 9 月と 2 月に開

催した。インバウンド

旅行振興フォーラムで

は、セミナー形式で海

外の主要訪日旅行市場

の最新情報を提供した

ほか、機構の各海外事

務所長等との事前アポ

イントメント制による

個別相談の実施、賛助

団体・会員相互の情報

交換・交流を図る BtoB

デスクの設置、会員主

催ランチョンセミナー

のプログラム化等を通

じて、インバウンドビ

ジネスの促進を図っ

た。 

 

【ウェブを活用した収

益事業の推進】 

・JNTO ウェブサイト

のマンスリーウェブマ

ガジンへの有料記事広

告搭載サービスによ

り、41 件（前年比 8 件

増、同 24.2％増）の記

事制作・搭載を行い、

過去最高となる 78百万

円（前年比 13百万円増、

同 20.0％増）の収入を

あげた。 

 

ィア招請支援、海外プロモ

ーションに関する有料コ

ンサルティング、外国人旅

行者向け英文地図の有償

販売等にも取り組み、自己

収入の多様化及び拡大に

努めた。 

 

・上記の取組等の結果、賛

助金等収入及び事業収入

の合計は、688 百万円（前

年比 36 百万円増、同 5.5％

増）、となり、着実に自己

収入の拡大を実現してい

ることから、自己評価評定

はＢとする。 

 

 

【課題と対応】 

 引き続き自己収入の拡

大に努める。 
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【機構のノウハウを生

かした受託事業】 

・賛助団体・会員及び

その他団体からの委託

を受け、海外での観光

セミナー開催支援や、

海外の旅行会社・メデ

ィア招請支援を受託業

務として 26 件実施し、

合計 4.1 百万円の収入

をあげた。 

 

・さらに海外プロモー

ションコンサルティン

グ事業を受託し、3 件

21 百万円の収入をあげ

た。 

 

・民間事業者等からの

需要が多い英文地図の

有償提供、地域の外国

語観光宣伝印刷物の受

託制作に取り組み、印

刷物有償提供により、

8.7 百万円の収入をあ

げた。 

 

 上記の取組等の結

果、賛助金等収入及び

事業収入として、688

百万円（前年比 36 百万

円増、同 5.5％増）の収

入をあげた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―２ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ― 

 

予見し難い事故等

の事由に限り、資金

不足となる場合にお

ける短期借入金の限

度額は、１００百万

円とする。 

予見し難い事故等

の事由に限り、資金

不足となる場合にお

ける短期借入金の限

度額は、１００百万

円とする。 

＜主な定量的指標＞ 

― 

 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

 

＜評価の視点＞ 

― 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

該当なし 

＜評定と根拠＞ 

評定：― 

 

 

＜課題と対応＞ 

― 

 

 

 

評定  

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―３ 重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 なし 

 

なし なし ＜主な定量的指標＞ 

― 

 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

 

＜評価の視点＞ 

― 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

該当なし 

＜評定と根拠＞ 

評定：― 

 

 

＜課題と対応＞ 

― 

 

 

 

評定  

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―４ 剰余金の使途 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 なし 

 

剰余金が発生した

場合には、独立行政

法人通則法（平成１

１年法律第１０３

号）第４４条第３項

の規定による国土交

通大臣の承認を受け

て、海外からの訪日

旅行の促進の効果が

高く見込まれる海外

宣伝事業費の使途に

充てる。 

剰余金が発生した

場合には、独立行政

法人通則法（平成１

１年法律第１０３

号）第４４条第３項

の規定による国土交

通大臣の承認を受け

て、海外からの訪日

旅行の促進の効果が

高く見込まれる海外

宣伝事業費の使途に

充てる。 

＜主な定量的指標＞ 

― 

 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

 

＜評価の視点＞ 

― 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

該当なし 

＜評定と根拠＞ 

評定：― 

 

 

＜課題と対応＞ 

― 

 

 

 

評定  

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―１ 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 なし 

 

上記目標の達成に

向けて、効率的かつ

効果的な業務運営を

行うための人材確

保、人材育成を着実

に実施する。 

プロパー職員を中

核とした体制を構築

するため、語学を始

めとする専門能力を

もった職員の採用･

育成に努め、プロパ

ー職員が機構の中核

として担うべき役割

を的確に果たすこと

のできる体制を構築

する。また、プロパ

ー職員の育成とあわ

せて外部からの有能

な人材の登用を行

う。 

職員個々の能力と

実績に基づいた適切

な人事評価を実施

し、適材適所の人事

配置を行う。現地採

用職員についても、

事務所所在国の人

事・労務に係る法

令・慣行に配慮しつ

上記目標の達成に

向けて、効果的かつ

効率的な業務運営を

行うための人員体制

を強化すべく、人材

確保、人材育成を着

実に実施する。 

プロパー職員を中

核とした体制を構築

するため、語学を始

めとする専門能力を

もった職員の採用･

育成に努め、プロパ

ー職員が機構の中核

として担うべき役割

を的確に果たすこと

のできる体制を構築

する。また、プロパ

ー職員の育成とあわ

せて外部からの有能

な人材の登用を行

う。 

職員個々の能力と

実績に基づいた適切

な人事評価を実施

し、適材適所の人事

配置を行う。現地採

用職員についても、

事務所所在国の人

事・労務に係る法

＜主な定量的指標＞ 

 なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

効果的かつ効率的な

業務運営を行うため

の人員体制を強化す

べく、人材確保、人材

育成を着実に実施し

ているか。 

 給与水準について

は、国家公務員の給与

水準も考慮し、給与水

準の適正化に取り組

んでいるか。 

＜主要な業務実績＞ 

【効果的かつ効率的な

業務運営を行うための

人材確保】 

 プロパー職員を中核

とした体制強化のた

め、国内外で各種事

業・事務に従事する総

合職職員として、平成

28 年度の新卒採用とし

て 8人を採用したほか、

業務経験を有した者 13

人を中途採用し、うち 6

人が平成28年度中に勤

務を開始する等、訪日

プロモーション事業の

執行機関の体制整備を

行った。 

 

【人事評価の実施と適

材適所の人事配置】 

 全職員を対象とした

人事評価制度により、

能力評価及び業績評価

を区分し、各職員の能

力及び業績を適切に評

価し、その結果を昇

給・昇格及び勤勉手当

支給の処遇に反映し

た。また人事配置にあ

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

・訪日プロモーション事業

の執行機関化に向け、効果

的・効率的な業務運営を行

うため、新卒採用者（6 人）

及び中途採用者（8 人）が

平成 27 年度中に勤務を開

始したほか、全海外事務所

において現地職員を増員

するなど、人員体制の強化

を図った。 

 

・プロパー職員を中核とし

た体制を構築するため、業

務遂行に必要な知識・スキ

ルを習得する機会を拡充

すべく、目的・テーマ別研

修等（奨学金を含む）を実

施し、職員の能力開発・向

上を図った。海外事務所の

現地採用職員を対象とし

た本部研修を初めて実施

する等、海外事務所の職員

を含めた人材育成を行っ

た。 

 

・全職員を対象とした人事

評価制度を運用し、各職員

評定  
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つ、可能な限り人事

評価を実施する。 

本部採用職員に対

しては、海外事務所

勤務を含め様々な業

務を経験できるよう

キャリア形成に配慮

した人事異動を行

い、ＯＪＴや内外の

研修等も活用し、職

員の意欲向上と能力

開発を図る。また、

現地採用職員に対し

ては、その能力･意欲

に合わせた処遇の改

善を行い、業務への

取組意欲の向上を図

るとともに、一層の

活用を進める。 

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準も十分に考慮

し、引き続き手当を

含め役職員給与の在

り方について検証し

た上で、これを維持

する合理的理由がな

い場合には給与水準

の適正化に取り組む

とともに、その検証

結果や取組状況を公

表する。また、総人

件費については、政

府における総人件費

削減の取組を踏ま

え、厳しく見直す。 

令・慣行に配慮しつ

つ、可能な限り人事

評価を実施する。 

本部採用職員に対

しては、海外事務所

勤務を含め様々な業

務を経験できるよう

キャリア形成に配慮

した人事異動を行

い、ＯＪＴや内外の

研修等も活用し、職

員の意欲向上と能力

開発を図る。また、

現地採用職員に対し

ては、その能力･意欲

に合わせた処遇の改

善を行い、業務への

取組意欲の向上を図

るとともに、一層の

活用を進める。 

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準も十分に考慮

し、引き続き手当を

含め役職員給与の在

り方について検証し

た上で、これを維持

する合理的理由がな

い場合には給与水準

の適正化に取り組む

とともに、その検証

結果や取組状況を公

表する。また、総人

件費については、政

府における総人件費

削減の取組を踏ま

え、厳しく見直す。 

っては、個々職員の志

向、能力、適性から、

職務経験も加味した上

で、専門分野を見極め、

当該専門性の維持等に

配慮した人事運用を行

った。 

 

 平成 28 年度に海外 6

事務所を開設し、各事

務所へ派遣職員を配置

した。 

 

 海外事務所の現地採

用職員についても人事

評価を行い、成績が優

秀な者には特別手当を

支給する等処遇に反映

させた。 

 

【職員の意欲の向上と

能力開発】 

・本部採用のプロパー

職員に対しては、キャ

リア形成に配慮した人

事異動を行うととも

に、業務遂行に必要な

知識・スキルを習得す

る機会を拡充すべく、

目的・テーマ別研修等

（奨学金を含む）を実

施し、職員の能力開

発・向上を支援した。 

 

顕著な功績のあった

職員を顕彰することに

より、職員の積極的な

創意工夫を促し、業務

実績と意欲の向上に資

することを目的とし

て、平成 27 年度に顕著

な功績をあげた職員及

びチーム（海外現地職

員含む）5 件を平成 28

年度に表彰した。 

 

【給与水準の適正化

等】 

・平成 28 年度のラスパ

イレス指数（国家公務

員と比較した給与水

準）は 111.7、地域と学

歴を勘案した国家公務

員との比較では 93.7 と

の能力及び業績を評価し、

その結果を処遇に反映し

た。またキャリア形成に配

慮した人事配置を行い、

個々職員の志向、能力、適

性から、職務経験も加味し

た上で、専門性の維持等に

配慮した人事運用を行っ

た。海外事務所の現地採用

職員についても人事評価

を行い、成績が優秀な者に

は処遇に反映させた。さら

に、職員顕彰制度により、

顕著な功績のあった職員

を表彰し、職員の業務実績

と意欲の向上・改善を図っ

た。 

 

・平成 28 年度のラスパイ

レス指数（国家公務員と比

較した給与水準）は 111.7、

地域と学歴を勘案した国

家公務員との比較では、

100 を下回る 93.7（前年比

3.0 ポイント増）となった。 

 

・以上のことから、人事に

関する計画を着実に実行

しており、目標水準を十分

満たしているとみられる

ことから、自己評価評定は

Ｂとする。 

 

 

【課題と対応】 

 効果的かつ効率的な業

務運営を行うための人員

体制を整備しつつ、職員の

能力向上・育成に努める。

また、給与水準及び総人件

費を適切に管理する。 
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なった。年齢のみを勘

案した対国家公務員指

数は 100 を超えている

が、機構は地方組織が

なく、職員の約 9 割が

大卒・大学院卒であり、

地域と学歴を勘案した

指数は平成 28 年度も

100 を下回った。職員の

給与については、引き

続き国に準じて適正な

水準の維持が図られる

よう、適切な措置を講

じていく。 

 

・報酬・給与への業務

実績・勤務成績の反映

方法として、役員報酬

に関しては、期末特別

手当に対し国土交通省

独立行政法人評価委員

会が行う業績評価の結

果を参考にして、役員

の実績に応じ決定し

た。職員に関しては、

人事評価制度による厳

正な人事評価を行い、

評価結果を職員の昇給

等の処遇に反映させ

た。 

 

・「一般職の職員の給与

に関する法律の一部を

改正する法律」に基づ

く国家公務員の給与の

見直し内容を踏まえ、

俸給表の改定及び役職

員の12月賞与の支給率

の改定を行うととも

に、平成 26 年度の人事

院勧告を踏まえ、特別

都市手当（国家公務員

の地域手当に相当）を

改定した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―２ 独立行政法人国際観光振興機構法（平成１４年法律第１８１号）第１０条第１項に規定する積立金の使途 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ― 

 

前中期目標期間の

最終事業年度におい

て、独立行政法人通

則法第４４条の処理

を行った後の積立金

に相当する金額のう

ち主務大臣の承認を

受けた金額につい

て、前中期目標期間

終了までに自己収入

財源で取得し、今中

期目標期間に繰り越

した固定資産の減価

償却に要する費用等

に充当する。 

前期中期目標期間

の最終事業年度にお

いて、独立行政法人

通則法第４４条の処

理を行った後の積立

金に相当する金額の

うち主務大臣の承認

を受けた金額につい

て、前期中期目標期

間終了までに自己収

入財源で取得し、当

期中期目標期間に繰

り越した固定資産の

減価償却に要する費

用等に充当する。 

＜主な定量的指標＞ 

― 

 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

 

＜評価の視点＞ 

― 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

前期中期目標期間繰

越積立金 63,086円につ

いては、自己収入財源

で取得し、当期中期目

標期間に繰り越した固

定資産の減価償却費等

に要する費用に 30,212

円を充当し、前期中期

目標期間繰越積立金の

残高は 32,874円となっ

た。 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

 

＜課題と対応＞ 

― 

 

 

評定  

 

 

４．その他参考情報 

 

 

 



 

 

別紙① 

平成２８年度 予算 

〔一般勘定〕 

（単位：百万円）

区　　　　　　分 予算額 決算額 差額

＜収入＞

運営費交付金 12,537 12,537 -

賛助金収入 269 306 37

事業収入 321 382 61

事業外収入 8 16 8

計 13,135 13,242 106

＜支出＞

業務経費 10,425 9,390 1,035

受託経費 459 375 84

人件費 1,907 1,538 370

一般管理費 344 647 △ 303

計 13,135 11,950 1,185

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

 

〔交付金勘定〕 

（単位：百万円）

区　　　　　　分 予算額 決算額 差額

＜収入＞

寄付金収入 380 66 △ 314

事業外収入 0 0 0

計 380 66 △ 314

＜支出＞

交付金事業経費 380 53 328

計 380 53 328

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

 

 



 

 

 

別紙② 

平成２８年度 収支計画 

 

〔一般勘定〕 

（単位：百万円）

区　　　　　　分 予算額 決算額 差額

＜費用の部＞

経常費用 13,144 11,800 △ 1,344

　業務経費 10,425 9,358 △ 1,067

　受託経費 459 380 △ 78

　一般管理費 2,251 1,997 △ 254

　減価償却費 9 65 55

臨時損失 － 1 1

計 13,144 11,802 △ 1,343

＜収益の部＞

運営費交付金収益 12,537 11,378 1,159

国際観光振興事業収入 590 555 34

資産見返運営費交付金戻入 9 13 △ 4

資産見返補助金戻入 － 0 0

資産見返寄附金戻入 － 3 △ 3

事業外収益 8 41 △ 33

臨時利益 － 1 △ 1

計 13,144 11,992 1,152

当期純利益（△当期純損失） － 191 △ 191

前中期目標期間繰越積立金取崩 0 0 0

当期総利益（△当期総損失） － 191 △ 191

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

〔交付金勘定〕 

（単位：百万円）

区　　　　　　分 予算額 決算額 差額

＜費用の部＞

経常費用 380 53 △ 327

　交付金事業経費 380 53 △ 327

計 380 53 △ 327

＜収益の部＞

寄付金収入 380 51 329

事業外収益 0 12 △ 12

臨時利益 － 0 0

計 380 63 317

当期利益金（△当期純損失） － 11 △ 11

当期総利益（△当期総損失） － 11 △ 11

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別紙③ 

平成２８年度 資金計画 

〔一般勘定〕 

（単位：百万円）

区　　　　　　分 予算額 決算額 差額

＜資金支出＞

業務活動による支出 13,135 10,438 △ 2,698

投資活動による支出 　　　　　　― 216 216

次期への繰越金 0 13,055 13,055

計 13,135 23,709 10,573

＜資金収入＞

業務活動による収入 13,135 13,260 △ 125

　運営費交付金による収入 12,537 12,537 　　　　　　― 

　賛助金収入 269 306 △ 37

　事業収入 321 389 △ 67

　事業外収入 8 29 △ 20

投資活動による収入 　　　　　　― 1 △ 1

前期からの繰越金 　　　　　　― 10,448 △ 10,448

計 13,135 23,709 △ 10,573

 

〔交付金勘定〕 

（単位：百万円）

区　　　　　　分 予算額 決算額 差額

＜資金支出＞

業務活動による支出 380 53 △ 327

次期への繰越金 0 72 72

計 380 125 △ 256

＜資金収入＞

業務活動による収入 380 66 314

　寄付金による収入 380 66 314

　事業外収入 0 0 0

前期からの繰越金 　　　　　　― 58 △ 58

計 380 125 256

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

 


